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議 長 ご起立願います。おはようございます。

議 長 ただ今から、平成２４年３月川棚町議会定例会を開会します。

これから本日の会議を開きます。田﨑一幸議員からは欠席の申し出があって

おります。

議 長 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定によって、小田成実議員及び

田口一信議員を指名します。

議 長 次に、日程第２、会期の決定を議題とします。

お諮りします。本定例会の会期は、お手元に配布しております会期日程案の

とおり、本日から３月２６日までの２１日間にしたいと思いますが、異議あり

ませんか。

「な し」の声あり

議 長 異議なしと認めます。したがって本定例会の会期は、本日から３

月２６日までの２１日間と決定しました。なお、会期日程及び議事日程につき

ましては、お手元に配布のとおりです。

議 長 次に、日程第３、諸般の報告を行います。

去る１月２９日に平成２４年川棚町東京川棚会がアルカディア市ヶ谷で開催

されております。今回は、東京及び近隣にお住まいの皆さん、約６０名の方々

が参加をされました。来賓に、川棚町長と私議長、そして産業振興課長、波佐

見町、東彼杵町、大村市の東京会の会長さんが出席され、町長より町の近況報

告の後、引き続き総会、その後懇親会に移り、それぞれふるさと川棚の思い出

話など、和気あいあいの中で多くの参加者が一年ぶりの再会を楽しんでおられ

ました。

次に２月２０日、第６３回長崎県町村議会議長会定期総会が長崎市で開催さ

れております。自治功労者への表彰伝達のあと、議事に入り、平成２２年度の

決算承認と平成２４年度事業計画ならびに予算の決定と総会決議を行っており
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ます。その他、諸報告につきましては、お手元に配布した議長諸報告が、１２

月の定例会以降、主に私が出席した会議等であります。

その他、お手元に配布しておりますとおり、監査委員から平成２３年度１１

月分、１２月分、１月分の例月現金出納検査の結果に関する報告書及び平成２

３年度定期監査報告書が提出をされておりますので、後ほどご一読願います。

以上で、私からの報告を終わります。

議 長 次に、日程第４、施政方針及び行政報告を行います。町長から施

政方針の説明及び行政報告の申し出がありましたので、これを許します。

町 長 皆様、おはようございます。本日ここに平成２４年川棚町議会３

月定例会を招集致しましたところ、議員の皆様におかれましては、ご健勝にて

ご出席を賜り、定刻開会をいただきまして、誠にありがとうございます。ただ

今、議長のお許しをいただきましたので、まずは行政報告をさせていただきま

す。

行政報告は３つございまして、まず災害時の相互応援に関する協定の締結に

ついてでございます。

災害時の相互応援に関する協定の締結につきましては、去る８月１８日に東

彼三町と嬉野市との調印を行ったことをご報告申し上げたところでございます

が、その後１２月２日に国土交通省九州地方整備局との大規模な災害時の応援

協定の締結を行い、今月２日には茨城県東海村との災害時の相互応援協定の締

結を行ったところでございます。茨城県東海村には、東日本大震災の災害派遣

として、農業施設の復旧にかかる業務に昨年８月から１１月までの４ヶ月間、

４人の職員を派遣したところでございますが、この派遣に対しまして、１月２

３日に東海村長が来庁され、お礼のための表敬訪問を受けたところでございま

す。そして、その訪問の際に、これを機に災害時の相互応援協定を締結し、さ

らなる交流を図っていただきたいとの申し入れがあったものでございます。東

海村は皆様方もご承知のように、原子力研究施設がある村として、全国的にも

有名でございますが、行政面積は本町とほぼ同じで、３７平方キロメートル、

人口はおよそ３万８千人でございます。村の花はスカシユリで茨城国体での開

催種目はホッケー競技でございます。村内にある茨城県立東海高校もホッケー

がさかんな学校のようでございます。このように川棚町との共通点、類似点が
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あり、災害時の応援のみならず今後、人的交流を行うことによって町の活性化

を図ってまいる所存でございます。

次に、長崎県原子力災害対策暫定計画についてでございます。このことにつ

きましては、テレビや新聞等で報道されたところでございますが、福島での原

子力発電所の災害を踏まえ、玄海原子力発電所での同様の災害が発生した場合

に備え、この度、長崎県独自の原子力災害対策暫定計画が策定をされたところ

でございます。そして、この計画の中で、玄海原子力発電所で災害が発生した

場合、３０ｋｍ圏内に入る松浦市の住民の方々が東彼杵郡三町に避難するとい

う計画が示されたところでございます。この計画は６月に策定される長崎県地

域防災計画までの暫定的な計画とのことでございますが、松浦市の人口はおよ

そ２万５,５００人でございます。この方達が東彼三町に避難してくることに

なりますと、町職員の対応は当然でございますが、住民の皆様方にも協力をい

ただく必要が生じてまいりますので、今後、十分協議検討を行い、受け入れ体

制を整備していかなければと、このように考えているところでございます。

３つ目は、川棚警察署長との暴力団等排除対策に関する協定の締結について

でございます。去る３月２日に川棚警察署長と暴力団等排除対策に関する協定

の締結を行ったところでございます。これは町が行う各種契約から、暴力団及

び暴力団員を排除し、契約の適正な履行を確保することを目的として、本年２

月１日に川棚町が行う各種契約からの暴力団等排除要綱を制定したことによる

ものでございます。川棚警察署長との協定の締結によりまして、契約者が暴力

団等に関係していないかなどの照会ができ、また各種契約から暴力団を排除す

ることは、暴力団の資金源を断つことにもつながることから、安全安心なまち

づくりの推進につながるものと、このように期待をしているところでございま

す。以上、行政報告とさせていただきます。引き続き平成２４年度の町政運営

についての所信と、新年度予算案について、その概要をご説明申し上げます。

お手元に町長説明書が配布されていると思いますので、それをご覧いただき

たいと存じます。

平成２４年度の各会計予算をはじめ、条例の制定と一部改正、その他の議案

をご審議いただくに当たり、町政運営についての所信と新年度施策についての

説明を申し上げます。

さて、我が国の景気につきましては、一昨年１０月の急速な円高のあとの東
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日本大震災の影響により、以前として厳しい状況にあり、２月の月例経済報告

においては、景気は、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況にある

なかで、緩やかに持ち直しているとされております。

長崎県内の景気につきましては、持ち直しの動きが続いているものの、海外

経済の減速の影響が見られるとされているほか、昨年１２月の有効求人倍率も

緩やかな改善傾向にあり、前月を０．０２ポイント上回る０．６４倍となって

いますが、依然として厳しい雇用、所得環境が続いていると、このようにされ

ております。

このような状況の中、国の平成２４年度予算編成の基本方針が昨年１２月１

６日に、また、平成２４年度予算の政府案が同月２４日にそれぞれ閣議決定さ

れましたので、これを受け本町の新年度予算を編成したところでございます。

予算編成にあたっては、町税収入の伸び悩みや、東日本大震災の影響による

地方交付税を含む地方財政計画におきまして、通常収支分と東日本大震災分と

に組み分けての編成となり、地方交付税、各種譲与税等の増収を見込むことが

できないことなどから、確実な収入額の見込みができない状況に加え、社会保

障経費の上昇による義務的経費の増加傾向などにより、大変厳しいものになっ

ております。

昨年３月、新たな町づくりの指針を定めた第５次川棚町総合計画をスタート

させ、これからの将来展望として、「住まい理想のまち川棚」から「自然を愛

し、くらし輝くまち」を掲げ、「あなたが主役の町政を」のスローガンのもと、

町民の皆様の意見や要望を聞きながら、各分野における具体的施策を展開して

いく所存でございます。

それでは新年度の主な施策について、川棚町総合計画の５つの基本理念に沿

ってご説明を申し上げます。

１、健やかで安心して暮らせるまちづくり。

福祉環境の充実につきましては、地域見守りネットワーク体制の整備を図り、

援助を必要とする方々への情報伝達手段や、避難体制を構築し、災害発生時に

適切な支援が行えるよう、平常時からの援助体制の充実に努めます。これまで

以上に地域の安心安全体制を強化することができるよう努めます。

子育て支援の充実につきましては、保育所の第２子無料化制度の継続に加え、

乳幼児のおむつ処理の一助として、ごみ袋を無償で配布し、更なる子育て支援
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に努めてまいります。

保健医療環境の充実につきましては、住民の健康増進を願い、特定健康診査、

特定保健指導で生活習慣病を予防し、がん検診等、各種検診事業において疾病

の早期発見、早期治療に結びつけるとともに、予防接種事業等に取り組んでま

いります。なお、国民健康保険事業、介護保険事業につきまして、これまで以

上の安定的な運営に努めてまいります。

また、地域福祉、高齢者福祉、障害者福祉の充実に努め、高齢者や障害を持

った方々が生きがいを持って暮らせるまちづくりに努めてまいります。

２、快適で安全な暮らしを支えるまちづくり。

交通、情報ネットワークの整備につきましては、長年の懸案事項でありまし

た数石の臨港道路が、この夏までには開通の運びとなりますので、新年度から

は町道東臨港線の拡幅改良工事を行うことと致しております。

また、高齢化の進行やバス路線の廃止等により、公共交通網の整備が急務で

ありますが、東峠線が今年９月末で廃止されますので、それまでには、公共交

通体系確立のための実証運行ができるよう努力してまいります。

現在、アンケート調査が終了し、その分析を行っているところでありますが、

平成２４年度中には実証実験を実施し、新システムを構築することができるも

のと考えております。

快適で住み良い環境づくりには、上下水道の整備が不可欠であります。これ

まで、簡易水道事業を猪乗川内地区と木場地区におきまして、事業展開してま

いりましたが、新年度から猪乗川内地区を上水道事業に経営を統合し、安定的

な事業運営に努めてまいります。加えて、上水道の第７次拡張事業におきまし

て、急速ろ過池の整備など、山道浄水場の整備に努め、これまで以上に安全で

おいしい水の安定供給に努めてまいります。

下水道等の整備につきましては、栄町地区の雨水排水の改善のため、栄町Ｊ

Ｒ川棚駅周辺排水整備事業を実施致します。また、公共下水道事業の現認可区

域の整備率が、平成２４年度末におきまして９０％となることから、東小串の

一部、西小串、惣津地区への事業拡大のための変更認可業務を実施致します。

また、公園、緑地の整備につきましては、川棚港環境整備事業に係る埋立工

事が完了の段階となっておりますので、その活用策につきましては、当初計画

のとおりスポーツ施設の整備について、これまで以上に強く県に要望していき
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たいと考えております。

安全、安心の確保につきましては、農村災害対策整備事業について、このた

び補助事業の採択を受けましたので、新年度から着手し、平成２８年度までの

完成を目指して、防災無線の更新と緊急避難路整備等の事業を実施することに

致しております。

消防関係では、平成２３年度に引き続き、ポンプ車の更新を計画致しており

ます。なお、新年度は８月に行われます長崎県消防ポンプ操法大会に第７分団

が東彼杵郡代表として出場致しますので、その所要額を計上致しております。

また、本町が行う物品の購入、業務委託や役務の提供などのすべての契約か

ら暴力団等を排除し、契約の適正な履行を確保するために必要な事項を定める

要綱を制定したところであります。その制定を機に先程申し上げましたように

川棚警察署長と暴力団等排除対策に関する協定を締結致しまして、暴力団等に

対する情報交換等を行い、連携を図ることと致しております。

これによりまして、物品の購入など町の全ての事業に暴力団関係者が関わっ

ていないか警察に照会することができることとなりますので、警察と連携を強

化し、安心安全な町づくりを構築していくことと致しております。

３、豊かな人間性、魅力ある生活文化を育む町。

豊かな人間性、魅力ある生活文化を育むまちづくりにつきましては、学校教

育や社会教育の充実を図り、スポーツ、レクレーション活動の進行に努めてま

いります。

学校施設の整備につきましては、耐震化が完了致しましたので、新年度は川

棚小学校運動場改修工事と川棚中学校運動場改修工事を予定しているところで

あります

平成２６年開催予定の長崎がんばらんば国体のホッケー会場となります大崎

自然公園交流広場につきましては、ホッケー競技以外にもグラウンドゴルフや

フットサルにも使えますので、くじゃく荘やしおさいの湯との連携を図り、ス

ポーツ合宿等の誘致や各種大会の開催など、交流人口の拡大を図り町の活性化

に努めてまいります。

４、活力とにぎわいのあるまちづくり。

活力とにぎわいのあるまちづくりにつきましては、農林水産業の振興や商工

業、観光の振興が重要な課題であり、全力で取り組んでまいります。
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農林水産業の振興のひとつとして、農村災害対策整備事業を実施予定であり

ますが、県営事業と団体営事業に区分しての実施となっており、農業施設につ

きましては、平成２４年度から測量、設計に取り掛かることとなり、農業用た

め池の改修、用排水路の整備などを予定を致しております。

県営事業の基幹農道川棚西部地区につきましては、町民皆様方の期待も多く、

新年度において実施設計を行い、用地買収が予定されておりますので、事業が

円滑に進捗しますよう、関係者の皆様方の御協力をよろしくお願いする次第で

ございます。

水産業の振興につきましては、漁村再生交付金事業で整備致しました惣津漁

港関連施設が完成致しましたので、引き続き新年度からの三越漁港の整備に取

りかかることに致しております。

また、これまで延び延びとなっております白石港の整備につきましても、県

営事業で実施していただくことで県への建設事業負担金を予算化しておりま

す。

商工業の振興につきましては、まずは川棚町の顔である駅前商店街の活性化

が、すなわち町の活性化につながるものと考えております。

平成２３年度において、栄町自治会と商店主が中心となって開催された１０

０縁翔店街事業では、大いに賑わいを見せたところでありますが、これが一過

性で終わらないように、今後は長崎県の補助を活用し、支援を行うよう努めて

まいります。

企業誘致につきましては、川棚町企業立地推進本部を中心に、県の企業振興

立地推進本部との連携を図り、積極的に取り組んでまいります。

また、観光事業の活性化を図るための方策について、現在、長崎県立大学及

び長崎国際大学との連携により、調査研究を進めておりまして、新年度中に具

体的な観光振興策についての提案をいただくことになっており、期待をしてい

るところでございます。

昨年末に、各地区総代さんからいただきました環境整備についての各種要望

につきましては、財政状況が非常に厳しいところではありますが、積極的に取

り組んでいきたいと考えております。

５、住民と行政がともに歩むまちづくり。

協働によるまちづくりを推進するためには、住民と行政との情報、意識の共
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有化を図ることが重要であります。また、近年自治会加入率が低下しており、

各地区ともその対応に苦慮されているようであります。そこでコミュニティ活

動の支援の一つとして、職員の地区担当制について調査研究を行い、その実現

に向けて努力致します。

効率的、効果的な行政運営を行うための施策の一つとして、新電算システム

の導入に向けて準備を進めてきておりましたが、去る１月２３日に新システム

への移行を済ませ、本稼働の運びとなったところであります。

このシステムの本稼働にあわせ、税、料金のコンビニ収納に対応するようシ

ステムを構築しておりまして、収納率の向上と住民の利便性確保に役立つもの

と期待を致しております。なお、波佐見町、東彼杵町とも同一のベンダーによ

る基本システムとなっていることから、今後、東彼三町での共同運用等につい

ても調査研究を行ってまいりたいと考えております。

長年の懸案事項であります石木ダム建設につきましては、現在、国に事業認

定が申請され、これから九州地方整備局で公益性が審査され、行政処分が行わ

れる予定となっております。また、県では、国から要請がありましたダム事業

の検証に関しまして、事業を継続するという対応方針を決定し、昨年７月に国

に報告されております。

国においては、県が提出した対応方針について検討手順や手法の審査を行い、

有識者会議の意見を聴取したうえで、事業実施に係る対応方針が決定される予

定となっております。

なお、県はダム本体工事着工の一年先送りを決定しておりますが、完成は予

定どおり平成２８年度とのことであります。

続きまして、平成２４年度予算と具体的施策について説明を致します。

平成２４年度予算の概要でありますが、一般会計におきましては、前年度比

３．９％減の総額５２億９,０００万円となっております。

これは大崎自然公園交流広場と養護老人ホームひさご荘が平成２３年度まで

に完成したことや、子ども手当から児童のための手当への制度改正を見込んで

の所要額となることから、減額となったものであります。

まず、歳入でありますが、町税では個人町民税につきましては、年少扶養控

除制度の廃止などにより増収が見込まれ、前年度比５．３％増、４億５,１０

３万円と見込んでおりますが、町税全体では、固定資産税の落ち込みにより１．
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７％の微減となっております。

国庫支出金の減少については、児童のための手当の制度改正による国庫負担

額の減少によるものでございます。

県支出金の減少につきましては、労働費補助金において雇用創出費にかかる

補助が平成２３年度限りとなったことや、農業費補助金のイノシシ緊急対策事

業に係る補助金の減少によるものが主なものでございます。

地方交付税のうち普通交付税では、地方財政計画が示されていない状況での

予算編成となりましたので、平成２３年度決算見込みを参考として微増と見込

み計上しております。

なお、町債につきましては、財政上の収入と支出との年度間調整、住民負担

の世代間の公平を確保するための調整を念頭に、交付税措置があるもの、臨時

財政対策債を中心に見込み、前年度比１７．９％増の４億４,１５０万円を計

上致しております。起債残高の圧縮に今後も努力し、健全財政運営に意を用い

てまいりたいと考えております。

一方、歳出におきましては、大きく締める１９節負担金補助及び交付金の減

少をはじめ、１５節工事請負費、２０節扶助費も減少しているところでござい

ます。

このことにつきましては、先程も申し上げましたように大型事業でありまし

た大崎自然公園交流広場の完成、ひさご荘の建て替えに伴う福祉組合分担金の

減少、子ども手当から児童のための手当への制度改正による交付額の減少、県

の補助事業でありました雇用対策事業の大部分が廃止されたことなどによるも

のでございます。

これに伴いまして、臨時的経費の減少となっておりますが、児童のための手

当につきましては、地方負担は増加しておりまして、義務的経費の割合が増加

しており、そのための必要な措置を講じているところであります。この傾向に

つきましては、今後も続くものと推察を致しております。

続きまして、個別の具体的な施策について説明致します。

２款総務費における主な事業と致しましては、去る１２月議会において可決

いただきました川棚町役場庁舎建設基金条例に基づく積立金として５,２４０

万円を計上している他、人事評価制度の導入に向けた人事評価制度構築支援業

務委託料、長崎がんばらんば国体の開催に向けての国体事業費１,３１０万８
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千円を計上致しております。

長崎国体につきましては、これまで教育委員会内に国体準備室を設置し、準

備を進めてまいりましたが、この度、実行委員会発起人会が開催され、平成２

４年４月に実行委員会の設立の運びとなりますので、町長部局に国体推進室を

設け、万全な準備を整えるよう努めてまいります。なお、その所要の経費につ

きましては、総務費に計上しているところであります。

本町では、ホッケー競技が開催されることとなっておりまして、平成２５年

度には長崎がんばらんば国体リハーサル大会として、全日本社会人ホッケー選

手権大会が予定されておりますので、その準備に最善の努力を払います。

３款民生費においては、平成２３年度から進めている災害時における要援護

者の支援を行うための地域支え合い事業費に２５０万７千円、児童福祉におけ

る新たな子育て支援策として、出生児から３歳到達までの乳幼児に対する紙お

むつ処理用ごみ袋の無償配布の経費７８万円を計上しており、また、児童のた

めの手当に係る経費として総額２億５,７２８万円の扶助費を計上致しており

ます。

児童のための手当について、制度改正を見込み中学生までの子どもを対象に

するとともに、所得制限を超える方々へも給付するよう所要の予算措置をいた

しております。児童手当法の改正案の成立が、国会運営の混乱により微妙な状

況でありますが、１月末時点の国からの情報に基づき、住民生活に影響が出な

いよう万全を期し、予算編成を致しております。この制度改正により民生費に

おける扶助費の減少となっているところであります。

平成２３年４月から実施した第２子以降の保育料無料化につきましては、新

年度においても一部対象者を除き、原則、無料化を継続することといたしてお

ります。平成２３年度中途から保育所の入所者数が増加しておりまして、一定

の子育て支援ができているものと判断致しております。

また、平成２４年度の保育所運営費の算出につきましては、入所者数を定数

から実績数へと切り替え、平成２３年度実績に基づき計上しておりまして、歳

入、歳出とも増加となっているところであります。

４款衛生費における事業といたしましては、子宮頸がん予防ワクチンをはじ

めとする予防接種事業費に４,３６５万６千円を計上している他、健康教育及

び各種検診等の町民の健康増進のための経費として、４目健康増進費に３,０
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８８万円を計上致しております。

平成２３年度から導入致しました子宮頸がん予防ワクチンの無料接種につき

ましては、平成２４年度から中学１年生を対象に実施することと致しておりま

すが、平成２３年度における接種漏れの方々の接種につきましても対応するこ

とと致しております。

５款労働費においては、県の緊急雇用関係事業が一部を除いて廃止されたこ

とにより、前年度から４,３２８万円減と大幅な減少となっておりますが、平

成２４年度はスポーツ交流人口拡大のための事業に取り組むものであり、平成

２３年度において整備いたしまして大崎自然公園交流広場におきまして、スポ

ーツと観光の融合が図られ、交流人口の拡大、交流が活発化するよう施策を展

開できるよう取り組んでいきたいと考えております。

６款農林水産業費においては、県営事業、基幹農道川棚西部地区が本格的に

着手されることから、これに係る地元負担金が増加となっております。その他

一部県営事業である農村災害対策整備事業にも着手することなどから、５目農

地費に前年度よりも２,６２６万９千円増の８,３６３万４千円を計上しており

ます。また、３年に一度開催している、ふるさと産業まつりの経費として１２

０万円を計上致しております。

７款商工費では、３目観光費の予算額が前年度を大幅に下回る１億９,１６

８万３千円減の６,９３３万円となっておりますが、これは平成２２年度から

建設していた大崎自然公園交流広場が平成２３年度に完成したことによる工事

請負費の減少によるものでございます。

８款土木費においては、社会資本整備総合交付金事業として、町道東臨港線

歩道新設工事、町道中小串線改良舗装工事を進めるほか、住民生活に欠かせな

い生活道路の整備充実を図るため、２項道路橋梁費において前年度よりも５,

３２４万８千円増の１億１,６６１万３千円を計上しているところであります。

９款消防費におきましては、広域常備消防等の負担金として１億６,５１５

万７千円を計上している他、平成２３年度に引き続き、消防ポンプ車の更新を

図っていく予定であり、それに要する経費を計上致しております。また、第７

分団が長崎県消防ポンプ操法大会に出場するための経費として、４５７万円を

計上致しております。

１０款教育費の主な事業としては、２項小学校費において、川棚小学校運動
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場の排水対策を図るための改修工事を予定しており、３項中学校費においては、

教科書改訂に伴う指導書及び副読本等の購入費と老朽化した机椅子を教科書の

Ａサイズ移行に対応した規格のものに更新するための経費、合計６８１万８千

円を学校教材等充実事業費として計上しているほか、中学校のテニスコートグ

ラウンドの改修工事を予定致しております。

また、町立小学校において、発達障害や不登校の不適応児童生徒が見受けら

れ、教職員もその対応に苦慮されていることが見受けられますので、スーパー

バイザーをお願いし、不適応状態を改善するための適正な指導を行っていただ

くよう、所要額を計上致しております。

なお、平成２３年度は６項保健体育費において、予算措置をしておりました

長崎国体事業費については、２款総務費へ組み替えましたので廃目となってお

ります。

１２款公債費につきましては、前年度よりも２,８０４万５千円減の７億４,

３１８万５千円となっております。

県営事業負担金につきましては、経営体育成基盤整備事業の基幹農道川棚西

部地区や土地改良五反田地区、農村災害対策整備事業、臨港道路整備事業、県

道大崎公園線改良事業が予定されておりまして、事業費に応じた地元負担金を

計上しているところでございます。

また、平成２３年度に予算措置をいたしました事業のうち、繰越事業として

新年度に執行することと致しました事業は、１、強い農業づくり交付金事業、

２、町道東臨港線歩道新設工事、３、公立学校施設整備事業となっております。

なお、各地区よりご要望をいただいております環境整備事業につきましては、

前にも申し上げましたように、地域活性化や地元経済の活性化にもつながるよ

う最大限努力し、予算措置をいたしているところであります。

東日本大震災を受けての国の公共事業も厳しい状況であるとともに、景気が

低迷する中にあって、国の方向性が見えない状況でありますが、町民の皆様が

快適で安全に、安心して暮らせるまちづくりに努め、自然を愛し、くらし輝く

まちを目指して町政を進めてまいりたいと考えております。

新年度も明るく元気のあるまちづくりのために、職員と力を合わせて全力で

取り組んでまいりますので、議員各位並びに町民皆様方のご支援、御協力をよ

ろしくお願いを致します。
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以上で、町政運営についての所信と、平成２４年度予算の概要等についての

説明を終わらせていただきますが、議案の内容につきましては、提案の都度説

明致しますのでご審議の上、ご決定下さるよう、よろしくお願い致します。

なお、一般会計、特別会計及び企業会計の予算額は別紙のとおりでございま

す。

議 長 次に、日程第５、諮問第１号「人権擁護委員候補者の推薦につい

て」を議題とします。提案理由の説明を求めます。

町 長 諮問第１号「人権擁護委員候補者の推薦について」提案理由をご

説明致します。

人権擁護委員は、人権擁護委員法第６条の規定に基づき、法務大臣が委嘱す

ることとなっておりますが、市町村長は同条第３項の規定に基づき、議会の意

見を聞いて候補者を推薦することとなっております。

現在、本町には４人の方が人権擁護委員の委嘱を受けておられますが、その

うち琴見ヶ丘の宮﨑正則氏が、平成２４年６月３０日をもって任期満了となり

ますので、同氏の再任について議会の意見を求めるものであります。なお、委

員の任期は３年間となっております。

宮﨑氏は白石郷１１２５番地８にお住まいで、昭和１８年１１月２日生まれ

の６８歳でございます。小学校教諭として３９年間の職歴があられ、平成１２

年４月１日から平成１６年３月３１日までは、波佐見町立南小学校校長をお勤

めになられ、現在は長崎短期大学教授の職にあり、人格、私見ともに人権擁護

委員に適任と認め、候補者として推薦するものでございます。

以上で説明を終わりますが、ご決定いただきますよう、よろしくお願い致し

ます。

議 長 これから質疑を行います。

「な し」の声あり

議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

これから討論を行います。本案に対し討論はありませんか。
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「な し」の声あり

議 長 討論なしと認めます。これから諮問第１号「人権擁護委員候補者

の推薦について」の採決を行います。

この採決は起立によって行います。本件は、これを適任者と認めるとの意見

とすることに賛成の方は起立をお願いします。

（賛成者起立）

議 長 全員起立です。したがって諮問第１号「人権擁護委員候補者の推

薦について」は、これを適任者と認めるとの意見とすることに決定しました。

議 長 次に、日程第６、同意第１号「川棚町固定資産評価審査委員会委

員の選任について同意を求める件」を議題とします。提案理由の説明を求めま

す。

町 長 同意第１号「川棚町固定資産評価審査委員会委員の選任について

同意を求める件」について提案の理由をご説明致します。

本町の固定資産評価審査委員会委員につきましては、３人の委員を選任して

おりますが、その任期は３年でございます。３人の委員の任期はそれぞれ異な

っておりますので、毎年、委員の選任議案を提出をしているところでございま

す。

そこで今回、現職の委員であります山口博昭氏の任期が平成２４年３月３１

日をもって満了となりますので、同氏を再任したく提案するものであります。

同氏は、川棚町百津郷５９１番地３にお住まいで、昭和２４年９月７日生ま

れの６２歳でございます。また、同氏はこれまで７期２１年間、委員を務めら

れ固定資産評価の審査について、豊富な経験を有しておられ、委員として適任

と判断致しますので提案致します。なお、任期につきましては平成２４年４月

１日から平成２７年３月３１日までの３年間となります。

以上、提案致しますので、ご審議の上ご同意くださいますよう、よろしくお

願い致します。以上、提案致しますので、ご審議の上ご同意下さいますよう、

よろしくお願い致します。
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議 長 これから質疑を行います。

「な し」の声あり

議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

これから討論を行います。本案に対し討論はありませんか。

「な し」の声あり

議 長 討論なしと認めます。これから同意第１号「川棚町固定資産評価

審査委員会委員の選任について同意を求める件」の採決を行います。

この採決は起立によって行います。本件は、これに同意することに賛成の方

は起立を願います。

（賛成者起立）

議 長 全員起立です。したがって同意第１号「川棚町固定資産評価審査

委員会委員の選任について同意を求める件」については、同意することに決定

を致しました。

議 長 ここでしばらく休憩を致します。

（…休 憩…）

議 長 休憩前に引き続き会議を開きます。

議 長 次に、日程第７、議案第１号「平成２３年度川棚町一般会計補正

予算（第５回）」を議題とします。提案理由の説明を求めます。

町 長 議案第１号「平成２３年度川棚町一般会計補正予算（第５回）」

について、提案理由をご説明致します。

今回の補正予算の規模と致しましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ

ぞれ６億４,８４４万１千円を追加し、歳入歳出予算の総額を６３億１,２００

万円にしようとするものでございます。あわせて地方債の補正を行うものでご
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ざいます。また、繰越明許費につきましては、今回、補正で計上致しました強

い農業づくり交付金支援事業他、３件を繰り越すことと致しておりまして、そ

の事業につきましては、第２表繰越明許費のとおりでございます。

本補正の主なものと致しましては、役場庁舎建設基金費がございます。ふる

さと創生基金から７億円を取り崩し、役場庁舎建設基金へ積み立てようとする

もの、そして水道会計から事務所使用料と受け入れております２４０万円を加

えての計上となっております。また今回、国の第４号補正予算により採択見込

みとなっております強い農業づくり交付金支援事業は、アスパラ計量結束機導

入事業にかかるものでございまして、県の補助事業から国の補助事業に予算の

組み替えを行うものでございます。その他、詳細につきましては企画財政課長

から説明致しますので、ご審議の上ご決定下さいますよう、よろしくお願い致

します。

企画財政課長 それでは私の方から、議案第１号「平成２３年度川棚町一般会計

補正予算（第５回）」の内容について、説明致します。

歳入歳出予算の補正と致しまして第１条に掲げておりますことは、歳入歳出

予算の総額に、歳入歳出それぞれ６億４,８４４万１千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ６３億１,２００万円とするというふうにして

おります。予算規模と致しましては、先程町長が申しましたように、庁舎建設

基金の積立等がありますので、大きな数字となっております。事業年度の決算

時期を迎えておりまして、不用額ならびに事業がなかったもの等についての決

算見込みとしての減額措置が多くあっておることも影響しておるところでござ

います。

後は、第１表歳入歳出予算補正による中での事項別明細書の方で説明をさせ

ていただきます。歳出から説明をさせていただきますが、先程申しましたよう

に経常経費の過不足調整等もありますが、大部分は決算見込みの減少でありま

して、その点説明を省略することがあろうかと思いますが、ご承知おきをいた

だきとうございます。４１ページ、４２ページからの説明とさせていただきま

す。

１款１項１目、議会費でございまして、不用額の減額でございます。大部分

は委員会における研修等の経費が大部分でございまして、決算見込みというこ

とでございます。次のページに移らせていただきます。



- 21 -

２款１項１目、一般管理費でございます。これからは人件費等の補正も各所

に上がってきます。これは給与条例の改正によるもの等が主でございますので、

説明は省略することとなりますので、その点もご理解をお願いしとうございま

す。一般管理費につきましては、需用費、委託料繰出金等も決算見込みとして

減額処理をしておるところでございます。庁舎管理費につきましては、工事請

負費等の落札減によるものの減少でございますが、一部、議場の自動ドアの修

繕等がございましたが、予算額としては減額となっておるところでございます。

４目、会計管理費につきましては、コンビニ収納の手数料の措置をすべき状

況でありますので、２月、３月の収納分を見込み計上として計上しておるとこ

ろでございます。

６目、企画費でございます。一般企画費４４万円の減額でございますが、こ

れは公共交通の体系構築のためのコンサルタント委託料の落札減及び郵便料等

の決算見込みでの減額となっておるところでございます。ふるさと創生基金、

国際化推進事業を決算見込みからの増と減というかたちでございます。

７目、電算管理費でございますが、ここも決算見込みでの減額でございまし

て、大きくは電算開発費の５２０万円の減額でございますが、データ移行の委

託料での減額、臨時職員での対応等を行って手法を変えたための計上の調整で

ございます。光ブロードバンド基盤整備事業費の５０万円の増額につきまして

は、申し込みの件数が今伸びておりまして、６０件ほどの工事費を計上してお

るところでございます。それが２６０万円の増額となりまして、光ブロードバ

ンド基盤整備事業としましては、５０万円の増額というかたちで、後の差額に

つきましては落札減と決算見込み減等でございます。

８目、諸費でございますが、いずれも決算見込みでの減額となっております。

１０目、財政調整基金費では、減債基金費と致しまして２千万円増額をして

おります。これは今回の補正で財源調整ができましたので、財源の工面ができ

ましたので２千万円積み立てておるところでございます。

１１目、地域振興基金費の地域振興基金でございますが、一般寄付の積み立

てでございますが、町内の企業から大口の寄付をいただいております。その分

を受け入れての寄付となっております。歳入でも上がってきておるところでご

ざいます。下の下水道基金費につきましては、利息分でございます。

２款１項１３目、１５目につきましてですが、土地開発基金費につきまして
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は、利子の積立でございます。役場庁舎建設基金費につきましては、ふるさと

創生基金からの取り崩しを７億円受け入れて、それに加えて水道事業からの事

務所借り上げ分相当額２４０万円を合わせ積み立てようとするものでございま

す。受け入れについては、事前に予算措置はしておりまして、７億だけが今回、

受け入れるかたちでございます。

２款２項１目、２目、税務総務費、賦課徴収費につきましては、決算見込み

での増と減ということで計上しております。先に進ませていただきます。

２款３項１目、戸籍住民基本台帳費、ここも決算見込みで不足額の計上とし

ておるところでございます。

２款５項２目、統計調査費、これにつきましては委託金の収入見合いに応じ

ての減額ということでございます。次のページに移らせていただきます。

３款１項１目、社会福祉総務費、地域福祉基金費につきましては、寄付実績

に応じての積立でございます。その下の介護保険事業費から後期高齢者医療保

険療養給付費までの４つの事業費につきましては、特別会計の補正に伴うもの

としての今回の補正となっておるところでございます。一番下の保険療養給付

費につきましては、１９節での後期高齢者広域連合への支払に伴うものでござ

います。

２目、障害者福祉費でございます。障害者福祉費につきましては、年間給付

見込みによる調整額でございまして、主なものと致しましては補装具給付費に

つきましては増額となっておりまして、車椅子等の国、県の補助を受け入れる

額は、制度に則っての歳出と見込んでおるところでございます。更生医療給付

費につきましては、透析患者の方が亡くなられたことによっての減額となって

おりますが、他の項目につきましては、増額というかたちで、給付費が伸びて

いるという状況が見て取れるわけでございます。

３目、老人福祉費は、これは家族介護支援事業費として事業を組んでおった

わけですが、介護保険の方で対応することとなっておりまして、全ての金額の

減額というかたちでなっております。他の制度での対応となっておるところで

す。

５目、国民年金事務費につきましては、産休職員の発生によりまして、人事

異動が途中あっております。その調整額でございます。

３款２項１目、児童福祉総務費でございまして、児童福祉総務費の増額があ
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りますが、２節の給料のゼロとなっております。このゼロにつきましては、児

童福祉総務費の一般財源で対応する職員の人件費一月分が、子ども手当事務費

の対応となっておるところでございまして、相殺して増減額なしの事業間での

動きということでございます。給料一月分４１万３千円組み替えとなっておる

ところでございます。特別保育事業費から、その下につきましては県の交付決

定を受けて実績に応じての歳出と歳入の計上となっておるところでございま

す。

２目、児童措置費、これは子ども手当に係るものでございまして、制度改正

を受けての減額というかたちで、全ての４つの事業がそのような状況でござい

ます。

３目、児童福祉施設費、町立保育所運営費につきましては、決算見込みから

の増額調整をさせていただいて、一部減額をしておりますが調整をさせていた

だいております。需用費につきましては、ガス代、光熱水費が一年ベースでの

使用となるものが、２３年度が初めてでございますので、見込み額の増という

かたちでございます。５７ページ。

３款３項１目、災害救助費、これにつきましては東日本大震災支援事業費と

して予定をしておりましたが、避難者の支援は一家族のみでございまして、そ

の必要額以外は、全て不用額となっておるところでございます。

４款１項１目、保健衛生総務費でございます。保健衛生総務費、その下の決

算見込みでございまして、少額は飛ばさせてもらいますが、母子保健事業費も

不用額の発生というかたちで減額をしております。これは検診事業等の実績に

見合うもので、減額処理をしておるところでございます。

２目、予防費でございまして、これにつきましても接種実績並びに結核検診

の実績に基づく不用額の発生でございまして、減額処理をしておるところでご

ざいます。

４目、健康増進費につきましても、一部国保会計での対応となって、事業費

の組み替えをしておりますが、後は決算見込みからの減額というかたちでござ

います。

５の環境衛生費につきましても、決算見込みからの減額並びに特別会計、水

道事業費は簡易水道等の特別会計の減額補正によるものでございます。

４款３項１目、公害対策費、これにつきましては合併処理浄化槽の設置補助
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でございますが、設置見込み数から減少になりますので、その減額処理をしま

して、国、県の補助金もその分減るというかたちでございます。

５款１項３目、雇用創出費でございますが、これにつきましても執行残が出

る見込みでございまして、紫雲会、わがまま気ままな福祉会ということで、介

護施設を扱っておるところの実績見込みが出ましたので、それに伴う不用額が

発生となっておるところでございます。６５、６６ページ。

６款１項１目、農業委員会費、ここにつきましては全て不用額、決算見込み

からの減額というかたちで先に進ませていただきます。

２目、農業総務費につきましても、人件費の減少でございます。

３、農業振興費、ここでの決算見込みでの調整がまず農業振興費であります

が、次の園芸ビジョン２１対策事業費につきましては、一部、みかん関係の補

助事業が調整額としてありますが、大きくはアスパラガス計量結束機導入事業

費として、ここに組んでおりましたが、その一つ下、強い農業づくり交付金支

援事業費に採択見込みとなったことから、県の指示を受け事業の組み替えを行

うというものが一番大きなものでございまして、その分の減額となっておると

ころでございます。イノシシ緊急対策事業費につきましては、増額となってお

りますが、捕獲頭数に応じて補助を行っておりますが、県の補助も増額とし、

歳出の見込みでの補正となっておるところでございます。また、ワイヤーメッ

シュ柵の導入事業の追加交付も受けましたので、県の補助１０割でございます。

その分の同額補正を組まれておるところでございます。強い農業交付金支援事

業費につきましては、先程申し上げましたようにアスパラガス計量結束機導入

事業が、国の第４号補正予算での措置が見込めることから補正となっておると

ころでございます。ただし、これは２３年度中には完了する見込みがありませ

んので、繰越事業として捉えておるところでございまして、繰越明許費で計上

しておるところでございます。国の補助金、他の二町からの収入とするところ

でございます。

５、農地費でございます。これにつきまして大きくは農地管理費でございま

して、建設事業の負担金が主な減額でございまして、川棚西部地区の県営事業

の負担金、これが２千万円の減額が一番大きゅうございまして、五反田地区の

圃場整備、西小串地区の緊急地すべり等保全事業に伴う調査事業の建設事業負

担金の増額も含まれておりますが、大きく減額することから減額補正となって
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おるところでございます。その下は落札減ならびに事業費の見込みから減額と

なっておるところでございます。次のページに移らせていただきます。

６款２項１目、林業総務費、ここにつきましては、東彼杵郡森林組合作業用

機械導入にかかる補助を補正対応で２３年度に掲げておりましたが、その機械

の能力のアップを図るために見合わせたところ、２３年度中には事業遂行が困

難となっておりまして、２４年度の事業として計上するため、ここでの減額と

なっておるところでございます。県の補助等が絡みまして、県の指示等もあり

まして、そのような措置をしておるところでございます。

２目、林業振興費、これは決算見込みでの減額という補正で、先に進ませて

いただきます。

６款３項２目、漁業管理費、これは決算見込みでの減額となっておりまして、

三越漁港、惣津漁港に関するものでございます。その下、漁港維持補修費は工

事の落札減でございまして、その下の３目、漁港建設費は漁村再生交付金事業

費、これも工事落札減等による減額でございます。

７款１項１目、商工総務費、これにつきましては調整額減額でございます。

３目、観光費につきましては、執行残以外は大崎公園整備事業費が大きく減

額しております。これは役務費、工事請負費、負担金補助及び交付金等の落札

減、執行残等が見込まれますので減額としておるところでございます。後の分

についても、決算見込みから減額で、事業は予定しておるものはできておると

ころでございます。

８款１項１目、土木総務費、ここにつきましては人件費の移動、執行残に伴

う減額でございます。

８款２項１目、道路橋梁総務費、合わせて２目、道路維持費、４目、橋梁維

持費、ここにつきましても落札減及び県の事業の落札減等による地元負担金の

減額等でございます。

８款３項２目、ダム対策費、これは決算見込みからの増減額を調整しての減

額計上となっております。

５目、用悪水路費、６目、急傾斜地崩壊対策事業費は執行残ならびに執行が

なかったことによるものでございます。

８款４項１目、港湾管理費、これについても執行残でございまして、２目、

港湾建設費、これにつきましては県営港湾建設に伴う事業負担金でございまし



- 26 -

て、川棚港湾改修事業、これにつきましては落札減で、事業費対応分が低くな

ったことによる負担金の減額となっておるところでございます。

８款５項２目、公園管理費は落札減で、次の３目、公共下水道費は下水道事

業の特別会計の補正に伴うものでございます。

８款６項１目、住宅管理費、安全安心住まいづくり支援事業費につきまして

は、実施案件がありませんでしたので減額となっておるところでございます。

９款１項１目、常備消防費、これにつきましては常備消防での負担すべき額

が確定しましたことによります減額、県防災航空隊負担金の額の確定による減

額でございまして、決算見込みでの減額となっております。消防施設費におき

ましても落札減等がありますので、減額となっておりますが、一部消防ポンプ

の修理等が見込めますので、増額補正になっているものも調整して１０７万７

千円の減額となっておるところでございます。

１０款１項１目、教育委員会費では、一部職員の旅費についても、ここで予

算措置をしておりましたが、下の事務局費での対応というかたちで減額補正と

なっております。

２目、事務局費は減額となっておりますが、心の教室相談事業費につきまし

ては、必要額が不足する見込みがありますので、増額補正となっておるところ

でございます。

４目、住民生活に光を注ぐ交付金事業は、川棚町地域総合図書環境整備事業

での臨時雇い入れの実績から減額となっております。

１０款２項１目、学校管理費、ここは石木小学校、小串小学校に関するもの

の執行残にかかる決算見込みからの減額ということでございます。

３目、学校プール管理費、ここにつきましても決算見込みからの減額となっ

ております。先に進ませていただきます。

１０款３項１目、学校管理費、合わせて２目、教育振興費、これにつきまし

ても決算見込みからの減額というかたちでございまして、なお、下の川棚中学

校教育振興費につきましては、対象者数の減少によっての減額となっておると

ころでございます。

１０款４項１目、幼稚園費、幼稚園管理費の２２０万円の減額でございます

が、就園奨励費と申しまして補助事業がありますが、それの対象者が前年度比

より減少しておりまして、見込み額からしますと不用額の発生というかたちで
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減額となっておるところでございます。先に進ませていただきます。

１０款５項１目、社会教育総務費、ここについては若干の増額がありますが、

町自主文化事業費は文化事業の委託料減額によるもので、落札減でございます。

２目、公民館費、図書室管理費につきましては、今回システム導入による使

用料の計上をしておりましたが、その使用料の発生時期を遅らせて経費の節減

に努めたところにより減額となっておるところでございます。

３目、公会堂費は公会堂使用料の収入がありますので、財源内訳の変更とな

っておるところでございます。

１０款６項１目、保健体育総務費につきましては、スポーツ推進委員の報酬

の減額となっております。

１０款７項１目、管理費、給食センターに対するものでございますが、管理

費につきましては委託料の発生でございまして、給食センター内の排気口の清

掃の業務委託をすべき内容が発生したために増額補正となっておりまして、下

の運営費につきましては、決算見込みからの減額並びに消耗品及び部品代等の

増額等が見込めますので、従来の増額等も含め需用費での増額が関係するわけ

ですが、運営費自体では２０万円の減額となっておるところでございます。

１１款１項１目、農地農業施設災害復旧費、補助災害復旧費が工事の落札減

で減額となっておるところでございます。

１３款１項１目、元金、２目、利子につきましては、増と減となっておりま

す。これにつきましては、年度末の事業改正により、借入を正式に次の出納閉

鎖期間中に行うわけですが、２２年度の事業に関する起債をするにあたり、そ

の前からもそのような状況でございましたが、据置期間を３年ほど過去見てお

りました。据置期間を持ちますと、返済の額は少なくなりますが、利子だけの

支払いというかたちで元金が減らないような状況が発生したところから、据置

期間を短くし、元金支払いを早く始めようという措置に切り替えておる関係上、

元金の発生、利子の減少という状況が発生しましたので、このような補正とな

っておるところでございます。一部調整もあります。

予備費でございます。これは歳入歳出の見合いでございます。次のページか

らは給与費明細が載っておるかと思いますが、説明省略させていただき、歳入

に移りたいと思います。歳入は９ページ、１０ページからでございます。

１款１項１目、個人でございます。退職所得分１６０万円の増額でございま
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すが、退職者の発生による退職所得分の納入が実績がありまして、決算見込み

から増額補正となったところにより、計上をしておるところでございます。

２目、法人につきましては、過年度分と申しまして、３７０万円の増額補正

でございますが、本来２２年度並びにその前に申告をし、納入すべき数字につ

いて修正がなされた関係で、さかのぼって収納がされたときに、この２３年度

分については、過年度分として処理を行うようになっておりまして、その収入

見込みからの増額補正となっておるところでございます。

１１款１項３目、農林水産業費負担金１５万円の増額ですが、これは新谷地

区の用水路整備の事業量の増加による地元負担の分でございまして、１５万円

の増額をするものでございます。

１２款１項４目、土木使用料、漁港使用料につきましては、三越、惣津の歳

出の方でも述べましたが、決算見込みからの減少となっております。相対的に

２つの漁港から申しますと、船の数は変わりませんが、船の大きさによっての

額が変更するようになっておりまして、その関係から減額となっておるもので

ございます。

５目、教育使用料、公会堂使用料４０万円は現行予算より収入見込みが多く

なる見込みでありますので、増額補正となっておるところでございます。

１２款２項２目、衛生手数料ですが、狂犬病予防対策等手数料は、新規件数

の見込みが少なくなっておりますので、注射の件数が減少しております。その

分での減額補正でございます。

１３款１項１目、民生費国庫負担金、国庫支出金及び県支出金につきまして

は歳出に伴うものでありまして、特別なもの以外説明を省略させていただこう

と思っておりますが、よろしくお願い申し上げます。

障害者自立支援負担金等は変更申請に基づいての増額、減額の補正でござい

ます。その下の被用者子ども手当負担金から５つの事業を並べておりますが、

これにつきましても決算見込みから減額となっております。一部、負担の度合

いが異なりますものについてと思われますが増額補正となっておるところでご

ざいます。制度改正によるものが大きいものと思っております。

１３款２項１目、民生費国庫補助金、次世代育成支援対策交付金、これは歳

出が伸びまして交付決定の見込みがありますので、増額補正となっております。

後の教育費国庫補助金につきましては、決算見込みでの内定額、変更内定等に
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伴うものでございます。

１３款３項１目、総務費委託金は自衛官募集事務費交付金でございまして、

実績によるものでございます。減額補正です。

２目、民生費委託金につきましては、交付決定、決算見込み等に伴います増

額補正、減額補正でございます。

１４款１項１目、総務費県負担金、ここはですね権限委譲交付金としまして

３つありますが、確定を受けての増額、減額でございます。その下の２目、民

生費県負担金につきましては、国の負担金と連動しております。歳出とも連動

しておりまして、増額、減額の補正となっておるところでございます。

後期高齢者医療保険基盤安定負担金につきましては、減額となっております。

その下の子ども手当に関するものは一部の増額がありますが、減額補正となっ

ておるところでございます。歳出額の確定によるものでございます。

１４款２項２目、民生費県補助金でございますが、これにつきましても歳出、

変更申請等をおこなっての増となっております。その下の特別保育事業費補助

金については、交付決定を受けての減額となっておるところでございます。

３目、衛生費県補助金につきましては、歳出の減額に伴います補助金の減額

でございます。

４目、労働費補助金、ここにつきましても歳出で申し上げました減額に伴う

分の補助金受け入れの減額となっておるところでございます。歳出連動でござ

います。１０割でございます。

５目、農林水産業費県補助金、ここにつきましても歳出に見合うものとしま

して、園芸ビジョンが減額、強い農業づくりの方に移行しての増額となってお

るところでございます。漁村再生交付金事業費補助金につきましても、変更交

付決定によるものでございまして、事業費の確定に伴うものでございます。土

木費補助金につきましては、先程、事業遂行がなかったという事業に伴うもの

の減額でございます。

７目、教育費県補助金につきましては、国体競技施設整備事業費補助金と致

しまして、大崎の交流広場に伴うものの補助金でございまして、交付決定を受

けての増額となっておるところでございます。その下は、災害は交付率確定に

よりまして交付決定を受けておりますので、減額補正となっておるところでご

ざいます。先に進ませていただきます。
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１４款３項１目、総務費委託金、この２つにつきましては交付決定を受けて

おりまして、決算額と同等にするための減額補正でございます。

１５款１項１目、財産貸付収入、土地貸付収入でございますが、旧白石保育

所の貸付料の見込みを上げておりましたが、その見込み額より月額の調整が、

協議をしておりまして、それに対する減額と一部町有地を貸し付けておりまし

て、その増額の調整として２３万円の減額となっているところでございます。

２目、利子及び配当金につきましては、それぞれの基金利子を計上しており

ます。

３目、土地開発基金運用収入も基金利子を計上しておるところでございます。

１６款１項１目、一般寄附金、ここでは先程歳出の方でも申し上げましたが、

多額の寄付をいただいたものの効果によります増額補正でございます。

２目、民生費寄附金から以降は、寄附金の実績に応じての増額ならびに減額

補正となっておるところでございます。農林水産業費寄附金の農業費寄附金に

つきましては、農業災害に関するものでございまして、水産業費寄附金につき

まして、漁村再生交付金事業にかかる寄附金でございます。

１７款２項６目、ふるさと創生基金繰入金７億円でございます。これは歳出

の方でも触れましたとおりでございます。

１９款２項１目、町預金利子、これは町の預金利子としての受け入れでござ

います。

１９款４項４目、過年度収入と致しまして、農地等災害復旧事業補助金を受

け入れておるものが主なものでございます。

５目、雑入でございますが、項目がたくさんございますが、主なもののみ申

し上げますが、園芸ビジョン２１につきましては、事業の組み替えで減額、関

連しまして４つ下の強い農業づくり交付金事業市町負担金は、組み替えによる

効果で増額となっておるところでございます。それ以外につきましては、下か

ら５つ目の産炭地域活性化基金助成事業助成金としまして、２,７７７万９千

円の減額がありますが、大崎交流広場の整備事業に伴うものでの減額となって

おります。その下のスポーツ振興くじ助成金につきましても、大崎公園のもの

と中央公園のものも含めた見込みが立ちましたので、増額計上となっていると

ころでございます。

一番下の災害派遣にかかる職員人件費相当額は、東海村からの受け入れとな
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っておるところでございます。他のものにつきましては、決算見込みでの調整

額ということでございます。

２０款１項１目から９目までですが、１目、漁村再生交付金事業債と農地集

積加速化等基盤整備事業債、ならびに２目の土木債の川棚港湾改修事業債、地

方特定道路整備事業債は歳出事業に伴うものでございまして、全て減額となっ

ておるところでございます。

４目、総務債につきましては、消防自動車の更新に伴う起債を総務債で計上

しておりましたが、本来、消防債で編成すべきということが判明しましたので、

この５回補正において全額減とし、消防債に同額を計上というかたちで編成を

し直したところでございます。

２表、繰越明許費に移らせていただきます。４ページでございます。

款項、事業名、金額となっておりまして、６款、農林水産業費、１項、農業

費、強い農業づくり交付金支援事業費９６０万円が限度額としての計上でござ

いますが、アスパラガス計量結束機導入事業を見込んでおります。

８款、土木費、２項、道路橋梁費、社会資本整備総合交付金事業費１,４８

９万２千円でございますが、これは東臨港線歩道新設工事に伴うものでござい

ます。

１０款、教育費、２項、小学校費、公立学校施設整備事業費３,１５０万円

でございますが、これは小串小学校屋内運動場、サッシ等改修工事でございま

す。合計の５,５９９万２千円、これは多くてもこれだけが繰越となります額

として設定するものでございますので、一部、これより事業が進行しますと、

この額から下回っての繰越実績となることは制度上考えられるところでござい

ます。次のページ、５ページ。

第３表、地方債補正、これは減額補正となっておるものの補正前、補正後の

状況を記載したものでございます。

以上が取り急ぎの説明で雑駁なところもあったと思われますが、説明を終わ

らせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定いただきますようお願い申

し上げます。

議 長 ここでしばらく休憩致します。

（…休 憩…）
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議 長 休憩前に引き続き会議を開きます。

議 長 これから議案第１号「平成２３年度川棚町一般会計補正予算（第

５回）」に対する質疑を行います。

１ 番 村 井 ３４ページの、ふるさと創生基金を７億円一遍に庁舎基金に入れ

るということで、残りが８００万円程度になろうかと思いますけれども、この

残り８００万円程度で、今後、ふるさと創生基金を活用した何か予定的なもの

があるのかどうか。また、そういったことがあったときに、それで足りうるも

のかどうかという点とですね。もう一点は、この庁舎に７億積み入れるという

ことであれば、７億円というのは、これから庁舎建設にどれぐらいかかるのか

分かりませんけども、かなりの割合としては大きな額になろうかと思うんです

ね。そこで庁舎建設が、この７億を積み立てることで少し前倒しと言いますか、

先に予定より進むというようなことをお考えなのか、その点をお尋ねを致しま

す。

企画財政課長 ただいまのご質問について、一部でございますが、私の方から答

弁をさせていただきます。

ふるさと創生基金につきましては、私の手元に持っておる資料で申しますと、

７億円取り崩した後、２３年度の年度末の見込みが２,８４０万円程と承知し

ておるところでございまして、その２,８４０万円に対しての今後の活用につ

いては、具体的には今のところ持っておりません。過去の状況から申しますと、

悠久の森の取得等について活用した経過がありますので、それにつきましては

予算措置をし、議会にお諮りをするという手筈に具体的にはなっていこうかと

思いますが、ここしばらくは特に具体的にはこれといって申し上げるものはご

ざいません。以上でございます。

副 町 長 それでは、庁舎建設基金に考えをということでございますので、

私の方から申し上げたいというふうに思います。

今回、７億円、ふるさと創生基金から庁舎建設の基金の方に積み立てるわけ

でございますが、庁舎建設にあたりましては、金額的には相当な額が必要にな

ってまいります。そういうことで、どうしても庁舎を造る場合には、資金繰り、

財政がどうなのかということから、建設費用についてどのような対応をするか
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ということから判断を致しまして、これが１０億では足りない金額だというふ

うには想定をされております。そういうことで、できる限り基金を積み立てて、

基金以外には地方債を借りてする以外にございません。そういうふうなことか

ら、基金をとりあえず７億、現在の財政的なものでは積立を致しまして、数年

に渡って基金を積み立てるようなかたちにしたいと、その後、これから審議を

していくことになろうかというふうに思いますけれども、どのような庁舎を造

っていくかにつきましては、これから詰めの段階を迎えてくるわけですけれど

も、おおよそ前回までの協議の中ではですね、１０億以上、１２億程度かかる

のではないかというような想定がされておりましたので、現時点では、ふるさ

と創生基金に従前の庁舎建設基金から、約１０億程度が振り替えられた経過も

ございまして、そのような経過の中から最大限移行したというふうなことでご

ざいます。したがいまして、庁舎建設にあたりましては、今後検討してまいり

ますので、財源的な面については今後お知らせをしていくことになろうかと思

いますけれども、最大限基金に積み立てたということでございます。

３ 番 福 田 関連してですけど４５ページ。庁舎基金のところの一般財源２４

０万円、ふるさと創生基金の７億円と合わせて、新たに積み立てられたわけで

すけれど、この２４０万円が一般財源ですけど、どこの部分から持ってこられ

たのか、補正額の内訳のところでマイナス２４０万円がどこかにあるものと思

うんですけど、分からないものでお聞きしたいと思います。

企画財政課長 ただいまご質問の２４０万円についての説明を申し上げます。

先程の説明の中で若干触れましたが、言葉足らずのところもあったかと思い

ますので、再度ご説明申し上げます。

２３年度の当初予算において、２４０万円につきましては当初予算の雑入の

ところで２４０万円の受け入れを既にしております。これをどのようにするか

ということで、ふるさと創生に積むべきかということをその時判断を致してお

ります。しかし、庁舎建設基金の考えが若干ありましたので、その動向を見据

え最終的に判断をするというところまで引っ張ってきております。ですから２

４０万円の受け入れは、当初予算ですでに受け入れを歳入の方では計上してお

りまして、これを基金のどちらに充てるかというのを定かにしておりませんで

したので、今回、ふるさと創生ではなく、役場庁舎建設基金の創設が適いまし

たので、それに積み立てるという処理をしたものでございます。ですから、今
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回の５回の補正については、受け入れていたものの出しどころを定めたという

かたちでございますので、その点、ご理解をお願いします。以上です。

３ 番 福 田 確認ですけど、予備費の方からということでいいんでしょうか。

企画財政課長 予備費の金額の調整で一般財源で処理をしておりましたので、そ

のままでありますと純繰越として来年に繰り越すという状況になりますので、

２３年度中に基金に積み立てる計上をしたということでございます。

１ ２ 番 田 口 ３８ページの、雑入のところの一番最後に災害派遣にかかる職員

人件費相当額、東海村より１９２万３千円の受け入れということですが、これ

はかかった人件費の何割ぐらいというふうに考えればいいのでしょうか。とい

うのは、丸々もらえば応援したことにならないんじゃないかと思うから、半分

ぐらいかなと思うんですけど、その割合はどうなんでしょうか。

総 務 課 長 災害派遣にかかる職員の人件費相当額でございますけれども、８

月から１１月まで東海村に派遣した職員の人件費分です。それと旅費を含めた

分でございます。丸々でございます。ただあの、共済費の負担金、そういった

ものは川棚町の方で支払っております。

町 長 補足を致しますけど、田口議員は丸々でしたら応援したことには

ならないのではないかとおっしゃいましたけど、実は東海村さんではですね、

いわゆる補助事業を経験したことがない職員ばっかりでしてね、要するに財政

力指数が高いもんですから、国の補助を受けなくて、ほとんど単独事業でこれ

までしてきましてね、そこにそういった事務的な技術が乏しいということで、

本町の職員はそういったことに慣れておりますので、そういった技術を提供し

たということでご理解いただきたいと思います。以上でございます。

５ 番 三 岳 先程の福田議員の質問に関連するわけでございますが、たぶんこ

れは水道事業からの繰入金２４０万円ということで計上してあるということだ

と思うんですが、これは過去にもその使用料というのが入ってきたというふう

に思いますし、新たに新年度予算を見てみますと５,２４０万円ということで、

この２４０万円というのがですね、どうしても性質的に私はその庁舎建設基金

に充てるものという捉え方をしてあるのかですね、それにこだわっておられる

という部分が見受けられると思いますし、そうであればですね、過去に水道か

ら繰り入れた分についてもですよ、今回、積み立てるべきじゃないかなと思う

んですがいかがでしょうか。



- 35 -

企画財政課長 それではただいまのご質問にお答えを申し上げます。

年額の２４０万円というのは、過去２１年から変わっておりませんで、これ

までの処理につきましては、ふるさと創生基金に積み立ててきております。そ

れでその積み立てたものにつきましての庁舎建設基金に当たるものというもの

は７億に入っているものという理解をしておりまして、２３年度分からは庁舎

建設基金の方に２４０万円を確実に個別に特定して積み立てるという処理をし

ておりますので、過去の分につきましても、ふるさと創生から庁舎建設基金の

方にきました７億に入っておりまして、庁舎建設のための積立という精神は保

たれておるということで理解をしておるところでございます。以上です。

議 長 再質問結構ですよ。

１４番久保田 １８ページになりますが、この国庫支出金の中のですね、第三子

の部分が小学校修了前子ども手当負担金、第三子の分が上がっていますが、０

歳から３歳未満というか、そこのところも手当が上がっているんではないかと

思うんですけども、それはここには上がってこないんでしょうか。

住民福祉課長 ご質問の件については、０歳の分につきましては、その上の１０

節の項目に入っているというふうに理解しております。

１４番久保田 分かりません。１０節の第一子、第二子の中のマイナス１,２４

９万９千円の中に、０歳から３歳分のプラスになった分と相殺してマイナスに

なって上がっているというふうに解釈するんですか。ちょっと私分かりません。

もう一度お願いします。

住民福祉課長 恐れ入ります。先程の私の答弁の方が混乱を招いたのかなと思っ

ております。

今ご質問の０歳児につきましては、この第一子から第三子までの中に全体的

に含まれているというふうにご理解いただければよろしいかと思います。

議 長 他に質疑はありませんか。

「な し」の声あり

議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

これから討論を行います。本案に対し討論はありませんか。
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「な し」の声あり

議 長 討論なしと認めます。これから議案第１号「平成２３年度川棚町

一般会計補正予算（第５回）」の採決を行います。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。

「な し」の声あり

議 長 異議なしと認めます。したがって議案第１号「平成２３年度川棚

町一般会計補正予算（第５回）」は、原案のとおり可決されました。

議 長 次に、日程第８、議案第２号「平成２３年度川棚町国民健康保険

事業特別会計補正予算（第３回）」を議題とします。提案理由の説明を求めま

す。

町 長 議案第２号「平成２３年度川棚町国民健康保険事業特別会計補正

予算（第３回）」について、提案理由をご説明致します。

今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２３万２千円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１８億５８０万７千円にしようと

するものでございます。なお、補正の詳細につきましては,健康推進課長から

説明致しますので、ご審議の上ご決定いただきますよう、よろしくお願い致し

ます。

健康推進課長 それでは議案第２号「平成２３年度川棚町国民健康保険事業特別

会計補正予算」について、ご説明を致します。

今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２３万２千円を追加

し、１８億５８０万７千円にしようとするものでございます。

款項の区分及び当該区分ごとの金額ならびに補正後の歳入歳出予算の金額

は、第１表、歳入歳出予算補正によるとしております。

それでは、歳出予算について事項別明細書で説明致します。２４、２５ペー

ジをお開き下さい。

１款１項２目、連合会負担金でございますが、国保総合システムの分担金と

して増額補正をするものでございます。２６、２７ページです。
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５項、医療費適正化特別対策事業費は、レセプト点検について国保連合会に

委託したことにより、減額するものでございます。次のページをお願い致しま

す。

２款、保険給付費、１項、療養費の一般被保険者ならびに退職被保険者等の

療養給付費及び審査支払手数料、レセプト電算処理手数料につきましては、給

付費等の動向から見て、それぞれ見込みを補正しておるものでございます。次

のページをお願い致します。

２項、高額療養費についても、それぞれ医療費の動向を見据えて補正をする

ものでございます。一般については増額で、退職被保険者等については減額と

いうところでございます。３２、３３ページ。

２款４項１目、出産育児一時金でございます。補正の増減はございませんが、

財源内訳のみの変更でございます。一般財源の方から国保支出金に振り替える

ものでございます。次のページをお願い致します。

３款１項１目、後期高齢者支援金についても、増減の補正はございません。

国保支出金ならびに県支出金からの交付決定に基づき、補正をするものでござ

います。

６款１項１目、高額医療費共同事業拠出金、同じく２目の保険財政共同安定

化事業拠出金につきましては、確定額が示されましたので不用額を減額するも

のでございます。次のページ。

７款、介護納付金でございます。１項１目、介護納付金は、額の確定による

不用額を減額するものでございます。次のページ、４０、４１ページですね。

８款２項２目、あんま、鍼、灸施術費の動向による決算見込み額より減額す

るものでございます。

３目、保健事業特別対策事業費でございますけれども、県支出金の交付決定

に基づき、財源内訳の記載を変更しておる分でございます。

予備費でございますが、歳入歳出の見合いによる減額でございます。

次に歳入でございますが、６、７ページをお開きいただきたいと思います。

３款１項１目、療養給付費等負担金、同２目、高額医療費共同事業負担金に

つきましては、交付決定がありましたので、それぞれ減額補正をするものでご

ざいます。次のページ。

３款２項３目の出産育児一時金補助金につきましては、追加交付決定額１万
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円がありましたので、増額補正をするものでございます。

４目、災害臨時特例補助金でございますが、これにつきましては昨年３月に

発生を致しました東日本大震災以後に本町に転入をされております、２名の被

災者に対して、保険税の減税分並びに医療機関受診時における一部負担金免除

分として国庫補助金として交付決定がありましたので、その分を補正するもの

でございます。次のページをお願い致します。

４款、県支出金、１項１目、高額医療費共同事業負担金につきましては、交

付決定に基づき減額補正をするものです。次のページ。

４款２項１目、財政調整交付金につきましては、事業費分に係る交付決定額

から現予算額の差額を財政調整交付金、それから特別調整交付金を、それぞれ

減額補正をするものです。次のページ１４、１５ページをお願い致します。

５款、療養給付費交付金が退職被保険者等に要する療養給付費等について、

社会保険診療報酬支払金から交付されるものでございます。交付予定額の提示

がありましたので、その差額を減額補正するものでございます。次に１６、１

７ページでございます。

７款１項１目、高額医療費共同事業交付金、同じく同２目の保険財政共同安

定化事業交付金につきましても、それぞれ交付決定がなされておりますので、

その差額について増額補正をするものです。１８、１９ページ。

９款、繰入金でございます。２項１目の財政調整基金繰入金につきましては、

歳出でご説明を致しましたが、２款、保険給付費にかかる一般被保険者療養給

付費が、当初見込みより増額をしております。これにより予算不足として、財

政調整基金を２千万円取り崩すことに致しております。ただし、療養給付費の

増額に伴いまして、国における財政調整交付金の変更申請を今現在出しておる

ところでございます。確定がなされた場合には、交付金の増額もありますので、

取り崩し額の２千万円も取り崩さなくてもいいかなと考えておりますが、今の

時点でまだ確定があっておりませんので、２千万円の取り崩しということを予

定を致しております。次のページをお願いします。

１１款１項１目、一般被保険者延滞金でございますが、見込み額を勘案して

増額補正をするものでございます。次のページ。

雑入の一般被保険者第三者納付金でございます。交通事故等にかかる第三者

納付金でございまして、国保連合会に委託を致しております。その実績により
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増額補正をするものでございます。

以上で説明を終わりますが、ご審議の上ご決定いただきますよう、よろしく

お願い致します。

議 長 これから質疑を行います。

「な し」の声あり

議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

これから討論を行います。本案に対し討論はありませんか。

「な し」の声あり

議 長 討論なしと認めます。これから議案第２号「平成２３年度川棚町

国民健康保険事業特別会計補正予算（第３回）」の採決を行います。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。

「な し」の声あり

議 長 異議なしと認めます。したがって議案第２号「平成２３年度川棚

町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３回）」は、原案のとおり可決され

ました。

議 長 次に、日程第９、議案第３号「平成２３年度川棚町後期高齢者医

療特別会計補正予算（第２回）」を議題とします。提案理由の説明を求めます。

町 長 議案第３号「平成２３年度川棚町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第２回）」について、提案理由を説明致します。

今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１７１万８千円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億３,６５０万２千円にしよ

うとするものでございます。なお、補正の詳細につきましては、健康推進課長

から説明致しますので、ご審議の上ご決定いただきますよう、よろしくお願い

致します。
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健康推進課長 それでは議案第３号「平成２３年度川棚町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第２回）」の内容をご説明致します。

今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１７１万８千円を追

加し、予算の総額を１億３,６５０万２千円にしようとするもので、歳入歳出

予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額ならびに補正後の歳入歳出予

算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正によるとしております。

それでは事項別明細書６、７ページをお開き下さい。歳入からご説明致しま

す。

１款１項、後期高齢者医療保険料の増額補正でございますが、保険料の実績

見込みにより補正計上をしておるものです。なお、原因につきましては仮算定

に当初しておりましたが、保険料の確定をほぼみましたので、増額をするもの

でございます。次のページをお願い致します。

３款１項１目、事務費繰入金の２３万７千円の減額補正でございます。これ

につきましては、歳出の検診委託料、電算事務費保守料の減額によるものでご

ざいます。

２目、保険基盤安定繰入金でございますが、広域連合試算による減額でござ

います。次のページをお願い致します。

５款、諸収入、３項２目、雑入でございます。２０万８千円の増額でござい

ますが、後期高齢者制度の広報等にかかる事業分の特別対策補助金の収入の見

込まれますので、補正をするものでございます。１２、１３ページ歳出です。

１款１項１目、一般管理費の２万９千円の減額です。

１１節、需用費、１２節、役務費につきましては、歳入で説明致しましたが、

特別対策補助金にかかる事務費等、通信運搬費の増額でございます。

１３節は検診委託料の減額が主なものでございます。１４、１５ページです。

２款１項１目は、後期高齢者医療広域連合への納付金でございまして、交付

金の見込み額を増額補正するものでございます。

以上で説明を終わりますが、ご審議の上ご決定いただきますよう、よろしく

お願い致します。

議 長 これから質疑を行います。

「な し」の声あり
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議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

これから討論を行います。本案に対し討論はありませんか。

「な し」の声あり

議 長 討論なしと認めます。これから議案第３号「平成２３年度川棚町

後期高齢者医療特別会計補正予算（第２回）」の採決を行います。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。

「な し」の声あり

議 長 異議なしと認めます。したがって議案第３号「平成２３年度川棚

町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２回）」は、原案のとおり可決されま

した。

議 長 次に、日程第１０、議案第４号「平成２３年度川棚町介護保険事

業特別会計補正予算（第３回）」を議題とします。提案理由の説明を求めます。

町 長 議案第４号「平成２３年度川棚町介護保険事業特別会計補正予算

（第３回）」について、提案理由をご説明致します。

今回の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４１４万７千円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１億２,３０８万２千円に

しようとするものでございます。なお、補正の詳細につきましては、健康推進

課長から説明致しますので、ご審議の上ご決定いただきますよう、よろしくお

願い致します。

健康推進課長 それでは議案第４号「平成２３年度川棚町介護保険事業特別会計

補正予算（第３回）」の内容をご説明致します。

今回の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４１４万７千円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１億２,３０８万２千円に

しようとするもので、歳入歳出予算の総額の款項の区分及び当該区分ごとの金

額ならびに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正による
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としております。

それでは歳出から説明を致します。１６、１７ページをお開き下さい。

１款、総務費、１項１目、総務管理費でございます。介護報酬改定に伴いま

す次年度の分でございますが、システム改修費に要する経費５５５万４千円を

増額補正をするものでございます。

３目、認定事業費につきましては、認定調査員の賃金について不用額が生じ

る見込みでございますので、減額するものでございます。１８、１９ページを

お願いします。

２款１項１目、介護サービス等諸費の増額補正につきましては、介護給付費

の決算見込み額と現予算額の差額を補正するものでございます。内訳につきま

しては、説明欄記載のとおり居宅介護サービス給付費の増額、それから地域密

着型介護サービス給付費ならびに施設介護サービス給付費の減額でございま

す。次のページをお願い致します。２０、２１ページですね。

４款１項１目、介護予防事業費でございますが、額の増減はございませんで、

地域支援事業等にかかる交付金の決定により、財源の変更をするものでござい

ます。２２、２３ページの予備費でございます。

歳入歳出の見合いにより、減額補正をするものでございます。次に歳出につ

いて説明致します。６、７ページをお開き下さい。歳入ですね、すみません。

３款、国庫支出金、１項１目、介護給付費負担金でございます。介護給付費

にかかる年度内の交付見込み額と現予算額との差額を減額補正をするもので

す。次に８、９ページでございます。

３款、国庫支出金、２項１目、調整交付金でございますが、これも同じく年

度内の交付見込み額との差額を減額補正をするものです。

３目、介護保険事業費補助金につきましては、先程歳出でご説明致しました

が、介護報酬にかかるシステム改修に要する経費２分の１を補助として受け入

れるものでございます。次のページ、１０、１１ページをお願いします。

４款、支払金交付金、１項１目、介護給付費交付金でございます。介護給付

費にかかる交付金の年度内交付見込み額との差額を減額をするものでございま

す。

２目につきましては、地域支援事業にかかる介護予防事業における交付金の

額を補正をするものでございます。１２、１３ページでございます。
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５款、県支出金、１項１目、介護給付費負担金でございます。これにつきま

しても交付見込み額と現予算額との差額を減額するものでございます。１４、

１５ページ。繰入金でございます。

８款、繰入金、１項１目、介護給付費繰入金は介護給付費負担金の増額補正、

それと３項につきましては、３項、その他一般会計繰入金につきましては、事

務費等の繰入金と致しまして、介護報酬改定に伴うシステム改修費にかかる負

担相当分を繰り入れておるものでございます。

以上で説明を終わりますが、ご審議の上ご決定いただきますよう、よろしく

お願い致します。

議 長 これから質疑を行います。

「な し」の声あり

議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

これから討論を行います。本案に対し討論はありませんか。

「な し」の声あり

議 長 討論なしと認めます。これから議案第４号「平成２３年度川棚町

介護保険事業特別会計補正予算（第３回）」の採決を行います。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。

「な し」の声あり

議 長 異議なしと認めます。したがって議案第４号「平成２３年度川棚

町介護保険事業特別会計補正予算（第３回）」は、原案のとおり可決されまし

た。

議 長 次に、日程第１１、議案第５号「平成２３年度川棚町公共下水道

事業特別会計補正予算（第４回）」を議題とします。提案理由の説明を求めま

す。
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町 長 議案第５号「平成２３年度川棚町公共下水道事業特別会計補正予

算（第４回）」について、提案理由を説明致します。

今回の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ９９７万１千円を

減額し、歳入歳出予算の総額を７億４,４５７万３千円にしようとするもので

ございます。補正の詳細につきましては、水道課長から説明致しますので、ご

審議の上ご決定いただきますよう、よろしくお願い致します。

水 道 課 長 それでは、議案第５号について補正の内容を説明致します。

今回の補正は、第１条第１項で歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ９

９７万１千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７億４,４５

７万３千円とする。第２項で、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分

ごとの金額ならびに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表、歳入歳出予算補

正によるとしています。

それでは予算補正の内容につきまして、事項別明細書で説明致しますので、

１５、１６ページをお開き願います。まず歳出から説明致します。

１款１項１目、一般管理費２００万円の減額ですが、１１節、需用費３００

万円の減額は、納付書等印刷の決算見込みによるものでございます。

２７節、公課費１７０万円の減額は、平成２２年度分の消費税及び地方消費

税の確定申告により還付となったために減額するものでございます。

２目、管渠管理費１５０万円の減額でございますが、１３節、委託料４０万

円の減額は、マンホールポンプ維持管理業務によるもの、１５節、工事請負費

１１０万円の減額でございますが、舗装、補修、管渠等補修工事等によるもの

で、いずれも執行残によるものでございます。

３目、処理場管理費５４０万円の減額ですが、１１節、需用費４０万円の減

額は、汚泥処理薬品によるもの、１３節、委託料５００万円の減額は、浄化セ

ンター維持管理業務及び汚泥処分業務等によるもので、いずれも執行残による

ものでございます。１７、１８ページをお開き願います。

３款１項、公債費、２目、利子１１０万円は、当初新規分の借入分の利率を

２．０％で予定していましたが、１．８％となったために減額するものでござ

います。１９、２０ページをお開き願います。

４款１項１目、予備費２万９千円の増額は収入支出の見合いによるものでご

ざいます。７、８ページをお開き願います。歳入でございます。
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１款１項１目、建設費負担金１８０万円の増額は、下水道受益者負担金を決

算見込みにより増額するものでございます。次に９、１０ページをお開き願い

ます。

２款１項１目、下水道使用料２００万円の減額は、現年度分の下水道使用料

を決算見込みにより減額するものでございます。１１、１２ページをお開き願

います。

４款１項１目、一般会計繰入金１,１０３万７千円は、収入支出の見合いに

より減額するものでございます。１３、１４ページをお開き願います。

６款２項１目、過年度収入１２６万６千円は、支出の公債のところでも説明

しましたように、消費税の確定申告により還付となったために過年度収入とし

て受け入れるものでございます。

以上で説明を終わりますが、ご審議の上ご決定いただきますよう、よろしく

お願い致します。

議 長 これから質疑を行います。

３ 番 福 田 １５、１６ページ。処理場管理費の中で５４０万円の減、執行残

によるものということでしたけれど、予算からすると約１割ですよね。これが

その予算の中で１割という金額をどう思われているのか、その執行残になった

理由ですかね、お聞きしたいと思います。

水 道 課 長 確かにこの委託料５００万円というのは１割になるかと思うんで

すが、この中には浄化センターの維持管理とか、汚泥処理の業務費とか、それ

から緑化業務と、浄化センター内のあらゆる委託の業務というのが多種多様あ

りまして、そういったものの総額がこういった最終的には５００万円となった

ところでございまして、額が確かに多くはございますけれども、主には浄化セ

ンターの維持管理業務的なものが主体的になっているんじゃないかという認識

は致しております。当初の設計の中でも、設計をして予算を組んでいくわけで

すけれども、見積の結果でこういった結果が出たのが、こういった影響が出て

いるのかなという感じは致しております。

議 長 他に質疑はありませんか。

「な し」の声あり
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議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

これから討論を行います。本案に対し討論はありませんか。

「な し」の声あり

議 長 討論なしと認めます。これから議案第５号「平成２３年度川棚町

公共下水道事業特別会計補正予算（第４回）」の採決を行います。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。

「な し」の声あり

議 長 異議なしと認めます。したがって議案第５号「平成２３年度川棚

町公共下水道事業特別会計補正予算（第４回）」は、原案のとおり可決されま

した。

議 長 次に、日程第１２、議案第６号「平成２３年度川棚町簡易水道事

業特別会計補正予算（第１回）」を議題とします。提案理由の説明を求めます。

町 長 議案第６号「平成２３年度川棚町簡易水道事業特別会計補正予算

（第１回）」について、提案理由をご説明致します。

今回の補正は、経常的経費の決算見込みに伴い減額補正するものであり、歳

入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３８万９千円を減額し、歳入歳出予算

の総額を６３９万１千円にしようとするものでございます。補正の詳細につき

ましては、水道課長から説明致しますので、ご審議の上ご決定いただきますよ

う、よろしくお願い致します。

水 道 課 長 それでは議案第６号について補正の内容を説明致します。

今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３８万９千円を減額

し、歳入歳出予算の総額を６３９万１千円にしようとするもので、歳入歳出予

算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額ならびに補正後の歳入歳出予算

の金額は、第１表、歳入歳出予算補正によるものとしております。補正の内容

につきまして事項別明細書で説明致しますので、１０、１１ページをお開き願

います。まず歳入から説明致します。
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３款、繰入金、１項１目、一般会計繰入金１７０万円の減額、これは歳出予

算の減額補正による繰入金の減額でございます。１２、１３ページをお願い致

します。

４款、繰越金、１項１目、繰越金１３１万１千円の増額ですが、前年度繰越

金の額の確定による増額であります。歳出についてです。１４、１５ページを

お願い致します。

２款、事業費、１項、猪乗地区簡易水道事業費、１目、給水費１３万円の減

額及び１６、１７ページの２款、事業費、２項、木場簡易水道事業、１目、給

水費の２６万円の減額は、いずれも決算見込みによるそれぞれの減額補正をす

るものであります。１８、１９ページ。

４款１項１目、予備費１千円の増額ですが、収入支出の見合いにより増額す

るものであります。

以上で、説明を終わりますが、ご審議の上ご決定いただきますよう、よろし

くお願い致します。

議 長 これから質疑を行います。

「な し」の声あり

議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

これから討論を行います。本案に対し討論はありませんか。

「な し」の声あり

議 長 討論なしと認めます。これから議案第６号「平成２３年度川棚町

簡易水道事業特別会計補正予算（第１回）」の採決を行います。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。

「な し」の声あり

議 長 異議なしと認めます。したがって議案第６号「平成２３年度川棚

町簡易水道事業特別会計補正予算（第１回）」は、原案のとおり可決されまし
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た。

議 長 ここでしばらく休憩致します。

（…休 憩…）

議 長 休憩前に引き続き会議を開きます。

議 長 次に、日程第１３、議案第７号「平成２３年度川棚町水道事業会

計補正予算（第３回）」を議題とします。提案理由の説明を求めます。

町 長 議案第７号「平成２３年度川棚町水道事業会計補正予算（第３

回）」について、提案理由を説明致します。

今回の補正は、収益的収入及び支出で収入において１６６万５千円を増額し、

収入予算の総額を３億４,１９３万５千円に、また支出において１,１６４万８

千円を減額し、支出予算の総額を２億８,８３２万円にしようとするものでご

ざいます。一方、資本的収入及び支出で支出において５,３３５万円を減額し、

支出予算の総額を１億1，７２７万７千円にしようとするものでございます。

補正の主な内容は決算見込みによる増額、減額でございますが、詳細につきま

しては水道課長から説明致しますので、ご審議の上ご決定いただきますよう、

よろしくお願い致します。

水 道 課 長 それでは私の方から、平成２３年度川棚町水道事業会計の第３回

補正予算の説明をさせていただきます。まず１０ページをお開き願います。

ここには川棚町水道事業会計補正予算実施計画説明書を記載致しておりま

す。収益的収入及び支出の収入の部で１款、水道事業収益を１６６万５千円増

額するものであります。これは１項２目、受託工事収益から４目、その他の営

業収益までの決算見込みによるものでございます。

２目、受託工事収益は３０万７千円の減額、３目、加入金は４０万円の増額、

４目、その他の営業収益は手数料で１３万円の増額でございます。

２項、営業外収益を１４４万２千円の増額、これは２目、他会計負担金４７

万５千円の増額、これは被災地派遣職員の経費負担金としての一般会計繰入金

であります。
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３目、雑収益で可動堰管理費９６万７千円の増額、これは決算額を見込み計

上しているものであります。次に１１ページの支出の部であります。

１款、水道事業費用を最終的には１，１６４万８千円減額しようとするもの

でございますが、その内訳につきましてご説明致します。

１項、営業費用を１，６６４万８千円の減額でありますが、これにつきまし

ては２目、上水費６００万円の減額でございますが、委託料の８０万円、手数

料の９０万円、工事請負費の８０万円は決算見込みによる減額と執行残であり

ます。修繕費の３５０万円の減額は、浄水場内のフロキュレーター２の２及び

急速器の表洗弁においてイオンが発生しているために経過観察をしているもの

でありまして、故障時に迅速に対応するために予算化していたものであります

が、引き続き経過措置をおこなっていくものと致しまして、今回、減額するも

のであります。

３目、配水及び給水費１,３４０万円の減額ですが、これは委託料において

は決算見込みによる減額、工事請負費１,３００万円の減額は下水道工事等と

の関連で、土木掘削工事等におきまして安価な経費で実施できたこと等による

決算見込みでの減額でございます。

５目、総係費賃借料６０万円の減額、６目、減価償却費、有形固定資産減価

償却費３３４万２千円の増額、７目、資産減耗費、固定資産除却費１万円の増

額は決算見込みによる補正額でございます。

２項、営業外費用５００万円の増額でありますが、これは２目、消費税にお

いて５００万円の増額、これは費用が減少し、仮払消費税が減少したために結

果的に納付消費税が増額となったものであります。１２ページをお願い致しま

す。

資本的収入及び支出でありますが、支出において１款、資本的支出を５,３

３５万円を減額するもので、１項１目、固定資産除却費７０万円の減額は、決

算見込みによる減額でございます。

２目、施設改良費５,２６５万円の減額でございますが、委託料において３,

２６５万円の減額でありますが、これは委託料において本年度中に第７次拡張

事業に伴う変更認可作成業務、ボーリング等による地質調査業務、これに実施

設計業務を当初予定しておりましたが、この３つの業務を年内に完了するには

無理があるとのことが判明致しまして、本年度においては変更認可申請書作成
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業務とボーリング等による地質調査業務を実施することとしたために減額する

ものでございます。

工事請負費２千万円の減額とありますが、決算見込みによるものと執行残に

よる減額であります。次に１ページをお開き願います。

ここには平成２３年度川棚町水道事業会計補正予算を掲載致しております。

第２条、ここには第２回補正予算第２条に定めた収益的収入及び支出の予定額

を補正するものでありますが、先程説明した内容をここにまとめたものであり

ます。

収入の部で第１款、水道事業収益３億４,０２７万円を１６６万５千円増額

し、３億４,１９３万５千円に、支出の部で第１款、水道事業費用２億９,９９

６万８千円を１,１６４万８千円減額して、２億８,８３２万円とするものであ

ります。

第３条、資本的収入及び支出については、水道事業会計予算第４条、本文括

弧書き中を「資本的収入額が資本的支出に対して不足する額、１億１,６９８

万８千円は、当年度分損益勘定留保資金４,８９０万３千円、当年度分消費税

資本的収支調整額３７１万５千円、減債積立金３,２１８万５千円、建設改良

積立金３,２１８万５千円で補填するものとする。」に改め、資本的収入及び

支出の予定額を次のとおり補正しようとするものであります。２ページをお開

き願います。

支出の部で、第１款、資本的支出１億７,０６２万７千円を５,３３５万円減

額して、１億１,７２７万７千円とするものであります。７ページをお開き願

います。

ここには平成２３年度川棚町水道事業会計予定損益計算書を記載致しており

ます。これは本年度の予定損益を把握するための資料でありますが、今回の補

正により下から３行目の当年度純利益が５,１１２万３千円、その下の前年度

繰越利益剰余金が３,５４２万６,５２８円となり、当年度未処分利益剰余金が

８,６５４万９,５２８円となるものであります。あとは、４ページから５ペー

ジにつきましては、予算実施計画書、６ページにつきましては補正資金計画書、

８、９ページには貸借対照表を記載しておりますので、後ほどご覧下さい。

以上で説明を終わりますが、ご審議の上ご決定いただきますよう、よろしく

お願い致します。
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議 長 これから質疑を行います。

１ ３ 番 森 田 ７ページと１１ページに関連があるんですが、これは決算予定で

ありまして、現金が別に動く訳じゃありませんが、帳簿上の問題ですね、減価

償却費のですね３３４万２千円と、これはどこの財産を償却する、まぁ帳簿上

だから実際の現金は動いてませんが、どこを想定してやっておられるのか、そ

の点を質問します。

水 道 課 長 お答え致します。減価償却につきましては、うちの施設の全体の

ものでございます。今回の分ということではなくして、今までうちが資産でも

っておる、あらゆる施設の減価償却というのがありますので、そういったもの

の計算でございます。町全体のもので把握しておりますので、自動的に計算が

されるものですから、町全体の所有のものと考えていただければと思います。

１ ３ 番 森 田 分かりました。そうするとですね、決算の関係でしょうし、固定

資産といってもだんだん目減りしていってるから、そういうことで今年度です

るのか、別に来年度決算でもいいんですよね。だからわざわざここで立ててお

るということはせんでもよかったんじゃないかというような感じもするんです

けれども、そこらへんどうでしょう。

水 道 課 長 減価償却につきましては、全体と言いながらも、この年度内で多

少移動がございます。今年の分で新しい管を入れますと、そういった管も減価

償却の対象になりますので、常に動く額でございまして、それに基づいて随時

計算をされていくというものでございますので、常に動く額かなという判断を

致しております。

議 長 他に質疑はありませんか。

１ ５ 番 山 口 １０ページのですね、営業外収益の収入で４７万５千円、被災地

派遣職員経費負担金というわけですが、これの詳細をご説明いただければと思

います。

水 道 課 長 これにつきましては、災害派遣にうちの水道課職員が行った関係

でございまして、一応、そういった職員が行った関係で一般会計の繰入金がご

ざいます。

総 務 課 長 先程の職員派遣の件ですけれども、派遣した職員が一般会計の職

員が３名、水道課の職員が１名でございます。水道課の職員の分は企業会計で

ございますので、企業会計から給与を出すということになっております。東海
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村から繰り入れた額は一般会計の方に入ってきますので、その分を一般会計の

方に繰り出すというふうなかたちをとっているものでございます。一般会計か

ら企業会計の方に繰り出したということです。

議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

これから討論を行います。本案に対し討論はありませんか。

「な し」の声あり

議 長 討論なしと認めます。これから議案第７号「平成２３年度川棚町

水道事業会計補正予算（第３回）」の採決を行います。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。

「な し」の声あり

議 長 異議なしと認めます。したがって議案第７号「平成２３年度川棚

町水道事業会計補正予算（第３回）」は、原案のとおり可決されました。

議 長 次に、日程第１４、議案第８号「川棚町課室設置条例の一部を改

正する条例について」を議題とします。提案理由の説明を求めます。

町 長 議案第８号「川棚町課室設置条例の一部を改正する条例について」

提案理由を説明致します。

現在、平成２６年１０月に開催される第６９回国民体育大会、これは長崎が

んばらんば国体というそうでございますが、その事務につきましては昨年４月

から教育委員会に国体準備室を設置を致しまして、事務を進めているところで

ございますが、これを町長部局に変更し、新たに国体推進室を設置し、本大会

に向けての体制強化を図り、事業執行を行おうとするものでございます。分掌

事務と致しましては、長崎国体の川棚町開催協議会に関することでございまし

て、長崎国体川棚協議会の推進、運営、ならびに関係団体との総合調整に関す

る事務を行うこととなります。

次に、この条例の施行日についてでございますが、附則にありますように平

成２４年４月１日から施行することと致しております。
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以上で、提案理由の説明とさせていただきますが、ご審議の上ご決定いただ

きますよう、よろしくお願い致します。

議 長 これから質疑を行います。

１ ５ 番 山 口 現在の教育委員会に設置してあります国体準備室というのは、当

然解消されるべきものだろうと思います。その関連と、この国体推進室という

かたちに課室の設置変更があるわけでございますが、その時の職員の配置その

他はどういうふうにお考えかお尋ね致します。

総 務 課 長 前段の質問でありました教育委員会に設置している国体準備室で

すけども、これ教育委員会の中の規則で定めております。そういったことで４

月１日から課室設置条例を提案しておりますので、これが可決されますと教育

委員会の国体準備室というのは削除するということになります。私からは以上

でございます。

町 長 山口議員の後段の質問にお答えを致します。

まず、教育委員会では国体準備室というふうに表現しておりましたけど、今

回は国体推進室というふうに名前を変えております。これは前回、開催された

ときには国体事務局という局名で設置をしておりましたが、今回いろいろ協議

をした結果、佐世保市でも国体推進室というふうに名称を設定しておりました

ので、それに準じたかたちで今回は国体推進室というふうに設けたところでご

ざいます。そこで、ただ今はそこにどういった人員体制で臨むのかという質問

でございますが、これも前回のことを参考にしながら検討をしておりますけれ

ども、室長を１名、それから職員を当面２名配置をしたいというふうに考えて

おります。まだ２年前でございますので、そうそれに係る事務も頻繁にないだ

ろうということもございまして、１年前になりますと、この体制につきまして

もその状況を踏まえて検討しなければというふうに考えております。以上でご

ざいます。

５ 番 三 岳 関連ですけども、今室長を置くと、これは今までの準備室の場合

は兼務というかたちだったかと思うんですが、専任を置くと捉えてよろしいで

しょうか。要するに兼務をさせないというかたちで専念をしてもらうというこ

とで、やはりあの取り組む姿勢というのをですよ、専門の職員を置いておいた

方が取り組みがより充実するんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ、

今はまだ予定だというふうにお伺いしましたので、専任を置いていただくよう、
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お願いしたいと思います。

町 長 まだ人事の発令前でございますので、なかなかはっきりは言えな

いわけでございますが、ただ今の三岳議員の質問については、最後に申されま

したように要望ということで受けとめておきたいと、このように思います。あ

りがとうございます。

議 長 他に質疑はございませんか。よろしいですね。

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

これから討論を行います。本案に対し討論はありませんか。

「な し」の声あり

議 長 討論なしと認めます。これから議案第８号「川棚町課室設置条例

の一部を改正する条例について」の採決を行います。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。

「な し」の声あり

議 長 異議なしと認めます。したがって議案第８号「川棚町課室設置条

例の一部を改正する条例について」は、原案のとおり可決されました。

議 長 次に、日程第１５、議案第９号「職員の勤務時間、休暇等に関す

る条例の一部を改正する条例について」を議題とします。提案理由の説明を求

めます。

町 長 議案第９号「職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正

する条例について」提案理由を申し上げます。

今回の改正は、国家公務員に準じて改正するものでございまして、改正の一

点目は療養休暇に関するものでございます。この療養休暇は、結核性疾患によ

る療養の休暇でございましたが、その他の伝染病疾患と同じく、病気休暇とし

て捉えることとなったことによりまして、休暇の種類の中の療養休暇を削除す

るものでございます。

二点目は、生理休暇でございますが、これまでは生理日に勤務することが著
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しく困難である場合は、休暇を付与するとして任命権者の決裁を受けなければ

ならない休暇とされておりましたが、今回、生理日で就業が困難な職員が休暇

を請求した場合は、勤務させてはならないと、このように改正されましたので、

職務専念義務の免除としての取扱いとなったため、その改正を行うものでござ

います。詳細につきましては、総務課長から説明を致しますので、よろしくご

審議の上ご決定下さいますよう、お願い致します。

総 務 課 長 それでは議案第９号「職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一

部を改正する条例について」補足説明をさせていただきます。

改正の主旨につきましては、町長から説明がありましたので、私から改正条

文について説明をさせていただきます。新旧対照表をご覧いただきたいと思い

ます。左側が改正後で、右側が改正前でございます。

まず第１０条の休暇の種類でございますが、この休暇の種類の中の右側、療

養休暇と生理休暇、これを削除を致しております。

次に、第１４条、療養休暇ですけれども、１４条、療養休暇、第１５条の生

理休暇、この条項、これについても削除をするというふうにしております。

それから、左側の改正後ですけれども、第１８条です。生理日の就業が著し

く困難な女子職員に対する措置ということで、第１８条、町長は生理日の就業

が著しく困難な女子職員が休暇を請求した場合には、その者を生理日に勤務さ

せてはならないという条項を追加をしております。

それと、右側は改正前ですけれども、１８条、公傷休暇等の承認ですけども、

この中の療養休暇についても削除を致しております。そういうことです。１８

条を左側が改正後で１９条にしたというものでございます。

次に、施行日についてでございますが、前に戻っていただいて附則にありま

すように、平成２４年４月１日から施行するというふうに致しております。

以上で、説明を終わらせていただきますが、ご審議の上ご決定下さるよう、

よろしくお願い致します。

議 長 これから質疑を行います。

１４番久保田 これは勤務させてはならないということで、これは評価できると

思います。この中で、その申し出る日数が書いていないということは、一日と

は限らない、きつい人にとっては複数請求しても良いという解釈でよろしいん

ですね。
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総 務 課 長 議員ご質問のように、一日にとは限らずということでございます。

３ 番 福 田 ちょっとお尋ねします。１４、１５条が削除になってますけども、

他の繰り上がりの分はないんでしょうか。

総 務 課 長 新旧対照表の改正後にありますように、１４条及び第１５条は削

除というかたちで残します。以上です。

議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

これから討論を行います。本案に対し討論はありませんか。

「な し」の声あり

議 長 討論なしと認めます。これから議案第９号「職員の勤務時間、休

暇等に関する条例の一部を改正する条例について」の採決を行います。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。

「な し」の声あり

議 長 異議なしと認めます。したがって議案第９号「職員の勤務時間、

休暇等に関する条例の一部を改正する条例について」は、原案のとおり可決さ

れました。

議 長 次に、日程第１６、議案第１０号「川棚町中央公民館の設置及び

管理等に関する条例の一部を改正する条例について」を議題とします。提案理

由の説明を求めます。

町 長 議案第１０号「川棚町中央公民館の設置及び管理等に関する条例

の一部を改正する条例について」の提案理由の説明を致します。

この度、国において地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図

るための関係法律の整備に関する法律が昨年８月２６日に成立し、８月３０日

に公布をされたところでございます。その中に、社会教育法の改正がございま

して、公民館運営審議委員会の委員の委嘱の基準を条例に規定する必要が生じ

ましたので、今回の条例の改正を行うものとしたところでございます。詳細に

つきましては、教育次長から説明致しますので、ご審議の上ご決定くださいま
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すよう、よろしくお願い致します。

教 育 次 長 ただ今、町長から説明がありました条例改正についての補足説明

を致します。新旧対照表をご覧いただきたいと思います。

左側が改正後、右側が改正前でございますが、第６条の第２項です。審議会

委員の定数は１０人以内とし、その後に学校教育及び社会教育関係者、家庭教

育の向上に資する活動を行う者、ならびに学識経験のある者の中から教育委員

会が委嘱するというふうに改めております。

それから第３項で、委員は再任されることができるというのを、委員の任期

は２年とする。ただし再任を妨げないに改めて、第４項を補欠委員の任期は前

任者の残任期間とするに改めるものでございます。この今回の改正につきまし

ては、この公民館の設置の大元のほうであります社会教育法が改正されたもの

に伴うものでございます。内容については、これまでは委員の定数及び任期等

については市町村の条例で定めるとなっておりましたけれども、今回、委嘱の

基準についても市町村の条例で定めると改正されたからでございます。その委

嘱の基準についても社会教育の法に明記してございまして、先程申しましたよ

うに学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者な

らびに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱することとするというふう

になっておりますので、本町でもこれを引用したものでございます。

それから第４項につきましては、本町の実情に合わせて改正するものでござ

います。前のページをお開き下さい。

今回の改正された社会教育法の施行日が平成２４年４月１日となっておりま

すので、そこの附則にありますように、この条例も平成２４年４月１日から施

行することとしております。

以上で、説明を終わりますが、よろしくご審議の上ご決定いただきますよう

お願い致します。

議 長 これから質疑を行います。

「な し」の声あり

議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

これから討論を行います。本案に対し討論はありませんか。
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「な し」の声あり

議 長 討論なしと認めます。これから議案第１０号「川棚町中央公民館

の設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例について」の採決を行い

ます。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。

「な し」の声あり

議 長 異議なしと認めます。したがって議案第１０号「川棚町中央公民

館の設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例について」は、原案の

とおり可決されました。

議 長 次に、日程第１７、議案第１１号「川棚町税条例の一部を改正す

る条例について」を議題とします。提案理由の説明を求めます。

町 長 議案第１１号「川棚町税条例の一部を改正する条例について」提

案理由を説明致します。

東日本大震災からの復興に向けた国による復興のための取り組みの基本方針

として、平成２３年７月２９日に東日本大震災復興対策本部で決定した東日本

大震災からの復興の基本方針に基づき、東日本大震災からの復興に関し、地方

公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保にかかる地方税の臨

時特例に関する法律案が１０月２８日に閣議決定され、同日国会に提出された

ところでございます。しかし、昨年の通常国会において成立せず、継続審議さ

れておりました平成２３年度税制改正法案と合わせ、議員修正後１１月３０日

に成立し、東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が支出する防災のた

めの施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律及び経済社

会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税及び地方法人特別税

等に関する暫定処置法の一部を改正する法律として、１２月２日にそれぞれ交

付をされたところでございます。この法律改正に伴いまして、川棚町税条例の

一部を改正する必要が生じてまいりましたので、ご提案するものでございます。
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改正の内容につきましては、税務課長から説明致しますので、よろしくご審議

の上ご決定いだたきますよう、お願い致します。

税 務 課 長 それでは、私の方から改正の内容についてご説明致します。

今回の改正につきましては、ただ今町長が申し上げましたように、２つの法

律が公布されたことによりまして条例改正の必要が生じたものでございます。

川棚町税条例の一部を改正する条例についてご説明を致します。ページめくっ

ていただきまして、新旧対照をお開けいただければと思います。

第９５条でございます。町たばこ税の税率を１,０００本当たり６４４円引

き上げ、５,２６２円とするものでございます。それと関連しますので、次ペ

ージをちょっとお開けいただきたいと思います。

第１６条の２でございます。これは旧３級品の紙巻きたばこの税率でござい

ますが、１,０００本当たり３０５円を引き上げ、２,４９５円とするものでご

ざいます。１６条の２、それと１ページの第９５条分でございますが、これに

つきましては、法人税の税率引き下げ及び課税ベースの拡大がなされておりま

す。その関係で都道府県民税と市町村民税の法人税の税の増減収を調整をする

ため、道府県たばこ税から市町村たばこ税へ委譲がなされるものでございます。

次に新旧対照表１ページに戻っていただきまして、第９条、町民税の分離課

税にかかる所得割の額の特例等でございますが、これを削除するものでござい

ます。これにつきましては、退職所得にかかる個人住民税の１０％税額控除の

廃止によるものでございまして、この特例は昭和４２年から退職所得にかかる

個人住民税が、翌年度課税から現年度課税に変更をされております。その結果、

従来よりも１年早く徴収をされ、税額相当にかかる運用益が失われること等を

理由に当時、当分の間暫定的な措置として導入をされた特例措置であります。

１０％は当時の金利、一年定期で５．７５％を考慮して決定されたという経緯

があるようでございます。まぁいずれに致しましても、当分の間の暫定的な措

置であるにも関わりませず、制度導入から４０年以上も経過していることや、

最近の金利情勢を踏まえ、１０％税額控除を平成２５年１月から１０年間廃止

することとされたことによるものでございます。新旧対照表２ページをお開け

いただきたいと思います。

附則の第２２条、東日本大震災にかかる雑損控除等の特例でございます。こ

の条文につきましては、昨年６月定例会に提案をし、議決をいただいた後、条
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例の施行をしておるものでございます。通常、雑損控除等にかかる災害関連の

支出の対象期間は、災害の止んだ日の翌日から一年以内に支出したものは対象

とされておりますが、今回のような大規模災害が発生した場合は、復旧が一年

以内で完了しないことが予想されるため、東日本大震災に限りませず、大規模

な災害の場合には、３年に延長することとされております。これに伴いまして、

条文の整理がなされたものでございます。次に、３ページでございます。

第２５条、個人町民税の税率の特例でございます。これは新設でございまし

て、復興財源を確保するため、平成２６年度から平成３５年度までの各年度分

の個人の市町村民税に限り、現行の均等割の標準税率３千円に５００円を加算

した３,５００円とするものでございます。ちなみに県民税についても５００

円を加算するよう予定がなされております。改正条文をお開きいただきたいと

思います。二枚目になります。

附則で施行日でございます。この条例については、公布の日から施行するこ

ととしております。ただし、第１号、附則、第９条、これは退職所得にかかる

個人住民税の１０％控除の廃止にかかるものですが、これは平成２５年１月１

日から施行することと致しております。

それと次の２号、これはたばこ税にかかるものですが、平成２５年４月１日

以降の売り渡し分からとするものでございます。

次に、第２条、町民税に関する経過措置でございます。平成２４年１２月３

１日までに退職をし、退職金の支給が１月１日以降になったものは、従前の例

によるものとされております。次のページ。

第３条でございます。町たばこ税に関する経過措置でございまして、平成２

５年４月１日前に貸した、すなわち販売保管をしていたたばこについては、従

前の例によることとされております。

以上で説明を終わります。よろしくご審議の上ご決定いただきますようお願

い致します。

議 長 これから質疑を行います。

１４番久保田 今、説明を受けましたが、ここに書いてあるのは２５条で、町民

税に５００円を加算した額とするとありますけれども、実際には県民税の５０

０円も加算されて１,０００円が加算されるということでしょうか。そしてこ

れと一緒に政府から出されたものの中には、法人税の減税というのは出てきて
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いないんでしょうか。

税 務 課 長 お答えを致します。まず２５条の個人町民税の税率の特例でござ

います。おっしゃるように町民税５００円、先程説明で申しました県民税につ

いても５００円を加算されるということで、町県民税で１,０００円加算がな

されるということでございます。それと、二つ目の法人税関係のことをおっし

ゃられましたが、今回の分については、税条例を改正する影響はございません。

地方税法等の改正で措置がなされるということでございます。

議 長 他に質疑はありませんか。

３ 番 福 田 町長の説明のところで、地方の防災に資する財源確保ということ

でしたけれど、この中で上がってきたものは、そういう財源として特別に上が

ってくるような予算立てになっているんでしょうか。まぁ次年度になるんでし

ょうけど。

税 務 課 長 まず、今のご質問の中で、２５条の５００円分につきましては、

２５年度の当初予算の中で個人均等割の分の５００円加算分の均等割者の該当

者数ですか、それが２５年度予算には反映をしてくるものと思っております。

それと退職手当については、毎年、毎年、退職者の方がどれだけおられるかと

いうので、入ってくる町民税の額が違いますけど、仮に前年度と同じ人数で同

じ金額だということになれば、一割ほど伸びるのかなと思います。以上でござ

います。

１ ５ 番 山 口 今の関連でございますが、防災に資するためにという前提条件が

ついておけば、２５年度からの予算に上がるというような説明でございました

が、当然、この値上げ分についてはですね、防災に資するという条件が付いて

おけば、当然、その防災に関する分の執行予算として計上されるのかどうかで

すね、それとも一般的な、いわゆる予算としてぶっこみと言ったら非常に失礼

ですが、そういうかたちで、いわゆる予算に計上されるのか。ちょっとそこら

へんをお尋ねします。

企画財政課長 予算の全体的なものとして捉えて、ただいまのご質問にお答えを

したいと思います。ざっと５００円の増額に対して、６,０００人の課税が仮

にあったとして、３００万円の増額が見込めるような理論上、計算になるわけ

ですが、この３００万円が防災にどのように措置するかということにつきまし

てはですね、具体的にまだ国の方から指示はあっておりません。しかし、考え
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るに交付税の防災関係に基づく金額のはじき方として、その分が少なくはじか

れてくるのではないかというふうに見込んでおりますが、これも私の予想でご

ざいますので、明確にこのような制度になりますという説明は、今のところで

きかねますので、その点、ご理解をお願いしとうございます。判明次第、また

次年度の２５年度の予算措置の中で、そのような説明等を情報を入手すれば、

その点はお伝えしとうございますので、今の時点では定かではないということ

で、ご確認をしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

議 長 他に質疑はありませんか。よろしいですか。

１ ２ 番 田 口 今のようなかたちで５００円の分は、何らかのかたちで国の方に

吸い上げられると思われるとしてですね、たばこ税のアップ分についても、そ

のようなことが考えられるのでしょうか。

企画財政課長 国と地方のお金が入ってくる額が１００としますと、その１００

の取り合いと言いますか、分配の仕方がですね、地方に回すと国の金は当然少

なくなるわけですので、地方の税収を伸ばして、その分回さなくて良くなった

お金を防災の方に振り分けるという手法がとられるのではないかという予測を

しておりますので、しかしこれは私の今の予測ですので、これをどうですこう

ですというふうに議論をしていくとですね、間違った説明になろうかと思いま

すので、若干、誤解を生じる向きもあろうかと思いますが、少なくとも地方財

政計画の中で、地方が収入と認めたものから基準財政収入額とかをはじいて、

交付税をはじきだしますので、税収が多くなればその分、国から地方に流れる

交付税が少なくなって、その分の金が国として防災の方に振り分けられるとい

う図式になるんだろうと思っておるところです。国の役人の方が、制度を詳し

く運用されるとは思いますので、私の今の段階での説明は、この程度になりま

す。どうぞよろしくお願いします。

議 長 これで質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

これから討論を行います。本案に対し討論はありませんか。

１４番久保田 川棚町税条例の一部を改正する条例に対する反対討論を行いま

す。この条例は町県民税一律に１,０００円を加算する。しかも１０年間とい

う予定です。負担能力の厳しい低所得者にとっては大変厳しい内容と言えます。

子ども手当は減額され、住民税の年少扶養控除が廃止され、国民健康保険税も

介護保険税も値上げされようとしています。さらには消費税の値上げも時間の
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問題です。こういうふうな町民にとって厳しい税条例を、私は認めるわけには

まいりません。よって反対を致します。

議 長 次に、賛成者の発言を許します。

１ ２ 番 田 口 どういうかたちになるか分かりませんが、何らかのかたちで震災

の復興に資するという趣旨があるものと思いますので、賛成いたします。

議 長 これで討論を終わります。これから議案第１１号「川棚町税条例

の一部を改正する条例について」の採決を行います。

この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

議 長 起立多数です。したがって議案第１１号「川棚町税条例の一部を

改正する条例について」は、原案のとおり可決されました。

議 長 ここでしばらく休憩いたします。

（…休 憩…）

議 長 休憩前に引き続き会議を開きます。

議 長 次に、日程第１８、議案第１２号「川棚町地域見守りネットワー

ク協議会設置条例の制定について」及び日程第１９、議案第１３号「特別職の

職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例に

ついて」を、会議規則第３７条の規定により一括議題とします。

議案第１２号「川棚町地域見守りネットワーク協議会設置条例の制定につい

て」、議案第１３号「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例について」の提案理由の説明を求めます。

町 長 議案第１２号「川棚町地域見守りネットワーク協議会設置条例の

制定」について、及び議案第１３号「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について」関連がございますので、
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一括して提案理由をご説明致します。

まず、議案第１２号の「川棚町地域見守りネットワーク協議会設置条例の制

定について」でございますが、地域における日常生活の見守りや、災害に対す

る円滑な避難誘導などの体制づくりを推進し、誰もが住み慣れた環境で、安全、

安心に暮らし続けることのできる地域づくりを推進するため、川棚町地域見守

りネットワーク協議会を設置をするものでございます。

町内には、一人暮らし老人や介護が必要な方、あるいは災害時などに支援が

必要な障害者など、約２,０００人の要援護者がおられます。これらの皆様の

日常生活と、災害時の避難支援の方策を構築するためには、行政のみならず、

地域で暮らす町民の皆様方の支援と協力が必要不可欠でございます。そこで、

この協議会は地域団体の代表者と行政職員とで構成し、地域における平常時の

見守り活動計画と災害など非常時における要支援者の避難支援計画の策定など

について協議し、また地域団体のネットワークを調整するために設置するもの

でございます。

次に、議案第１３号「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例について」提案理由を説明致します。

本条例の一部改正は、議案第１２号「川棚町地域見守りネットワーク協議会

設置条例の制定について」に伴いまして、同条例第３条に規定しています協議

会委員の報酬等について、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例に追加する必要が生じたところでございます。また、本条例中、別

表の社会教育指導員につきましては、これまで社会教育の指導者層の充実を図

るために配置をし、さらに任用の条件として社会教育に関する識見と指導技術

を身につけている者等があり、退職校長、教頭などの教職経験者を任用してき

たところでございます。しかし近年では、直接指導によりふれあい教室の企画

実施や教育委員会広報誌、スマイル２１の編集、発行など、社会教育における

補助業務の方が主となっておりまして、専門性が薄れている状況となっており

ます。このようなことから、従来のような社会教育指導員を配置する必要がな

く、必要な時には社会教育の業務補助員として臨時職員で対応が可能なため、

特別職の職員から、社会教育指導員を削除するものでございます。

以上で、提案理由の説明とさせていただきますが、議案第１２号につきまし

ては、住民福祉課長から説明致しますので、よろしくご審議の上ご決定いただ
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きますよう、お願い致します。

住民福祉課長 議案第１２号「川棚町地域見守りネットワーク協議会設置条例の

制定について」、補足説明を致します。

条例案をご覧下さい。第１条、設置と第２条、所掌事務については、町長が

説明したとおりでございます。

第２条、所掌事務について補足を致しますと、具体的には平常時の見守り活

動と災害など非常時における要支援者の避難支援計画を構築しようとしており

ますが、その対象者は1人暮らし老人３５０人、要支援を含む要介護認定者５

００人、身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳取得者９００人、その

他高齢者のみの世帯等でございますが２５０人、以上、２,０００人の中から

本人同意が得られる方について、見守り活動計画、個別避難支援計画を作成す

るものです。また、第３条に協議会は委員１０人以内で組織するとしておりま

すが、参加をいただく町内の地域団体については、町消防団、総代会、民生委

員児童委員協議会、老人クラブ連合会、母子愛育班連合会、町社会福祉協議会

を予定し、行政からは副町長他３名を充てることとしております。なお、見守

り活動計画、個別避難支援計画については、全地区を対象に年次的に進めるこ

ととしておりまして、さらに情報の更新を行っていくために、本協議会は永続

的に設置することが必要になります。

条例最後の附則につきましては、平成２４年４月１日を以て施行することと

致しております。

以上、よろしくご審議の上ご決定いただきますようお願い致します。

議 長 これから質疑を行います。

１ １ 番 小 田 この条例の文言の中にですね、地域におけるというふうに書いて

ありますけども、地域というのをですね、どの程度の規模で捉えておられるの

かお尋ねしたいと思います。例えば自治会単位なのか、あるいは川棚町を４つ

に分けての東部、西部、南部、中部とかですね、その他、あるいは消防団単位

なのか、その点の地域の捉え方をお尋ねします。

住民福祉課長 ただいまのご質問に関しましては、今後の協議会の討論にもより

ますところですが、現時点では行政地区単位ということを想定を致しておりま

す。以上です。

１ １ 番 小 田 行政地区でやるということで了解を致しました。それからですね、
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もう一点、協議会の委員１０人以内ということで、先程発表になられましたけ

れども、この中にですね、例えば認知症などに詳しい専門職などが入ってらっ

しゃらないと思いますけれども、そういった委員の中に専門知識を持った方を

入れられる考えはないのかお尋ね致します。

住民福祉課長 現時点におきましては、そこの考え方は持っておりません。今後

の議論を待ちたいと考えます。

１ ５ 番 山 口 非常に地域ネットワーク、この構想は素晴らしいものだろうと、

良いものだろうと思います。ただこれが、この協議会というのはおそらく諮問

機関か決議機関か、どういうふうな位置づけをされるかわかりませんけれども、

もし諮問機関なのか、もしくは協議機関なのか、そこの性格がはっきり分かっ

ておれば、まず教えていただきたいという点と、それからもう一つ一番問題な

のはですね、おそらく協議会そのものがネットワークを立ち上げるわけじゃな

いわけです。現実に立ち上げるというのは、今の課長の答弁でいけば、それぞ

れ行政地区単位を考えていると、じゃあそうすれば実際にこれを立ち上げるの

は誰かと考えたときに、これをどのように働きかけていくのか、ここのところ

が見えなければですね、正直、非常に失礼な言い方かもしれないんですけれど

も、協議会でいくら熱心に協議してもですね、これは絵に描いた餅になってし

まうと、まずそこのところをどういうふうに考えられているのか、協議会で決

めて、「こういうことをやりますよお願いします。」で果たして可能なのかど

うか。そういったところがどういうふうな手立てをしながら、実際に各地区で

ネットワークを立ち上げていこうと考えられているのか、その点をお尋ねしま

す。

住民福祉課長 まず前段の諮問機関か協議機関かというご質問でございますが、

これにつきましては、まず先程申し上げましたような機関の皆さんに投げかけ

をしまして、そのことを強く訴えをしまして、まずその認識を深めていただく

ということから始めていきたいと思いますが、諮問機関か、あるいは協議機関

かの特定といいましょうか、そこまでは現時点では進めていない状況でありま

す。

あと、後段の現実には地域におろさなければ意味がないというような主旨の

ご質問だったろうかと思いますが、まさにそのように認識を致しております。

まず、現時点でどのような取り組みがなされているかということの認識もある
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かと思いますが、先程言いました中の民生委員児童委員協議会は、ある程度長

い歴史がありまして、いわゆるネットワーク活動というものを全地区ではござ

いませんが、すでに各地区でも伝統的に取り組んでいただいている地区もござ

います。そのようなところにつきましては、さらにこの協議会の考え方をもち

まして訴えをしていきながら、地区への浸透を図ってまいりたいというふうに

考えます。以上です。

４ 番 堀 田 協議会の委員が１０名、先程発表されましたけれども、消防団、

それから総代会、民生委員会、その他ちょっとありますけど、これ平成２４年

４月１日から施行するというふうになっておりますけど、そういった会の方に

は十分な周知はされたうえでのこういった提案でしょうか。ちょっとお伺いし

ます。

住民福祉課長 本件につきましては、今年度から取り組んでおりますが、実際に

は今年度からの取り組みになっておりますが、すでにこの今条例の提案をさせ

ていただいたわけでございますが、同じ主旨の内容で地域見守りネットワーク

整備マニュアル策定委員会というところで、先程言いました同じメンバーでご

ざいますが、委員会のメンバーでございますが、その中ですでに一回の委員会

を開催をさせていただき、一定のご理解をいただきながら進めております。以

上です。

２ 番 竹 村 先程、山口議員の質問に対して適切な答弁がなかったように思う

んですね。やはり気になるのは特に災害児童の、いわゆる地域おける実働部隊

といいますかね、実際に弱者の方を救済できるような組織を立ち上げる、そこ

を作るための今回の協議会であろうと思うんですけど、地域における体制づく

りというものをですね、どういうイメージを持っておられるのかお願いを致し

ます。

住民福祉課長 先程の山口議員さんの質問に対しても多少答弁漏れがあったのか

なと思いますが、改めて竹村議員さんの質問にお答えさせていただきます。

どのようなイメージかというところでございますが、まず対象となる方は、

先程申し上げましたような約２,０００人ぐらいと想定しておりますが、その

ような方達の中から、まずこのことについてご本人の同意が必要かというふう

に思っております。当然、いろんな状況の方がいらっしゃるわけでございます

が、その中で例えばネットワークを作っていいというようなご了解をいただけ
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れば、すでに現時点で地域の中で見守り体制がある方については、その方の状

況に応じて、さらにそれを広げていくということも考えておりますし、まった

く新しくゼロから立ち上げていく必要があるという方も、かなりの数いらっし

ゃるかというふうに思いますので、そこの状況はそれぞれ違うかと思いますが、

できるだけそれを広げていきながら、それを支援される方についても理解をい

ただきながら進めていきたいというふうに考えます。

１ １ 番 小 田 実はこの地域の見守りネットワークを私の地区では立ち上げよう

としてがんばっているんですけれども、なかなかデリケートな問題がありまし

てですね、先程言われました要援護者本人の同意が必要、ただし地域で取り組

むときにはですね、あの人はよかって、助けて下さいって言わしたかね、言わ

っさんかねと、そういうふうなものすごくデリケートな問題も絡んでくるわけ

ですよね。ですからそこらへんを十分注意をして協議会の運営をしてほしいと

思います。それからもう一つ、実際に我々の地域も３年ぐらい前から、この見

守りということを言ってきたわけなんですけども、なかなか同意、地域の理解

というのが得られずにですね、進んできませんでした。それで２４年度から本

格的に取り組むということにしております。そういった地区があればですね、

例えばそれに対する、地区の事業に対する見守りネットワークづくりの補助金

あたりも合わせて考えていただきたいと思いますけども、その点いかがでしょ

うか。

住民福祉課長 小田議員ご指摘のように、これを作ろうとした場合には、何らか

のデリケートな問題が発生するのではないかという危惧は多分に持っておりま

す。そのことにつきましては、地域の皆さんと一緒に知恵を合わせて進んでま

いりたいと思っておりますが、後段の質問の、いわゆる補助金をというような

ことにつきましては、現時点の中では、まだどのようなイメージになるのかと

いう部分では、補助金の部分については、まだ描ききれておりません。今後の

検討課題というふうに捉えさせて下さい。以上です。

町 長 今あの、関連して何人かの議員の方から質問があっておりますけ

れども、要は竹村議員がおっしゃったように、地域における体制づくりのイメ

ージが、この条例では湧かないということだろうと思います。まさにそうだろ

うと思います。そこでですね、今この体制づくりのための地域ネットの、いわ

ゆる体制を作るマニュアルを作ろうということで、現在その策定委員会を開催
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しているわけですが、これには消防団の団長とか自治会長、それから民生児童

委員の会長、そういった方々に集まっていただきまして、それと町の方では副

町長を筆頭に、あと関係課長が入りましてマニュアル作りを今、進めておると

ころでございます。そういった会議の中で、どのような体制づくりができるか

検討していって、そしてその中で地域におろしていこうと、そういう体制づく

りをしておりますので、現時点では、まだ見えてこない部分がありますので、

その点はご理解をいただきたいというふうに思います。以上でございます。

１４番久保田 先程、午前中に町長が行政報告の中で、長崎県の原子力対策暫定

計画、玄海原子力原発事故が起きたときに、松浦の人達が想定外の人数が一気

に膨らむという想定をした場合、この方達に対するフォローというか、それも

この方達でなさるわけですか。町内の２,０００名、同意のない人達が一気に

膨らむという可能性がありますが、それもこれで対応されるんでしょうか。

町 長 お答えします。行政報告で申し上げました、いわゆる玄海原発の

事故を想定しての、いわゆる３０ｋｍ圏内にある松浦市民については、県の暫

定計画で東彼三町に避難をしてくるということでございます。これにつきまし

ては、そういった県の計画があるという説明を受けただけで、具体的にどのよ

うな受け入れをするのかについては、もちろん県の方からも説明がありません

でしたし、町としてもまだ具体的には検討致しておりません。それは今後、検

討をしていくということで考えておりまして、今提案をしております地域ネッ

トワークですか、これとはまた別問題というふうにご理解を頂きたいと思いま

す。

議 長 ここで時間延長致します。

１ ５ 番 山 口 対象者が２,０００人ぐらいおるという回答でございますが、じ

ゃあこの２,０００人というのは、どういうかたちで誰が掘り起こしていくの

か、それから本人の同意を得てネットワークを作るんだと、じゃあこの同意を

誰が得ていくのか、どういう方法でするのか。そしてこの２,０００人ぐらい

対象者がおりますよと言ったときに、地区にこういう方の情報を出すのかとい

うと、情報を出して下さいというと、今度は個人情報保護法がひっかかります

ので、出せませんと。いろんな場で、今までいろんな話をしてきましたが、個

人情報保護条例という厚い壁があって、いろんなかたちで、いろんな会合の場

で出しても、それでだめですよというようなかたちで押し切られていると。そ
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ういうふうな保護条例の確かに除外規定はございますよね、本人の生命、財産

に危害を及ぼす場合は云々と、災害時特例という除外規定がございますけれど

も、これについては除外規定はないんだろうと。それを適用されるのかどうか、

ここのところがですねクリアされないと、誰が掘り起こして、誰が同意を得て、

どういうふうなかたちでやっていくのかという、全く見えないと。ただこれで

立ち上げますよと言ったときに、果たして地域で動けるのかと、非常に難しい

面があると、そういった部分をどういうふうにされるのかお尋ねしたいと思い

ます。

住民福祉課長 ただ今の件に関しましては、ご指摘のとおり特に個人情報保護法

あるいは条例の壁という部分が歴然とあるというふうに認識を致しておりま

す。ただ、その中でも今ご発言にもありましたように、災害時などの場合は免

除されるという規定もございますので、そこのところにつきましては、ただ今

先程申し上げました、町長の方からも説明しましたマニュアル作りの中でも、

そこが大きな焦点だというようなことも認識を持っておりますので、そこのと

ころをできるだけ協議会の中で討議をし合いまして、詰めていきたいというふ

うに思っています。

それと、そのようなことからしましても、現実的には一番、キーパーソンと

なり得るのは、やはり民生委員さんかなという感じは現時点ではしております。

その中で地区であったり、他の団体であったり、それぞれサポートをし合って

いただいて、この主旨を広げていただくような努力を地域の中でも取り組んで

いただくように、お願いをしてまいりたいというふうに考えます。以上です。

１ ５ 番 山 口 誰が掘り起こして、どういうふうにしていくかという部分の回答

は全く無いんですけど、質問した分については、誠に恐れ入りますが的確にき

ちんとお願いをしたい。

住民福祉課長 地域におきまして、掘り起こしのキーパーソンとなられるのは民

生委員さんではなかろうかと考えております。

議 長 これで質疑を終わります。ただ今議題としております「川棚町地

域見守りネットワーク協議会設置条例の制定について」及び「特別職の職員で

非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につい

て」は、さらに内容的に審査を加える必要があろうかと思われますので、総務

厚生委員会に付託し、十分な審査を行っていただきたいと思いますが、これに
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異議ありませんか。

「な し」の声あり

議 長 異議なしと認めます。したがって「川棚町地域見守りネットワー

ク協議会設置条例の制定について」及び「特別職の職員で非常勤のものの報酬

及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について」は、総務厚生委員

会に付託し、審査することに決定しました。

議 長 次に、日程第２０、議案第１４号「川棚町介護保険条例の一部を

改正する条例について」を議題とします。提案理由の説明を求めます。

町 長 議案第１４号「川棚町介護保険条例の一部を改正する条例につい

て」、提案理由をご説明致します。

今回の改正は、介護保険制度の第５期介護保険事業計画期間を、平成２４年

度から迎えるにあたり、保険料の見直し時期になりましたので、保険料を改定

するにあたり、条例改正が必要となったところでございます。

新保険料につきましては、平成２４年度からの介護報酬の改定が行われるこ

とと、第１号被保険者の増加等で給付費の伸びが予測されること、施設居住系

サービスにおける待機者があるため、地域密着型サービスの増加が見込まれる

こと、第１号被保険者の保険料負担割合が、第４期の２０％から２１％に改め

られたことなどから、上昇する要素を見込み算出した結果、第４期の保険料基

準額５万４千円から７,２００円を引き上げ、年額６万１,２００円の設定とな

ったところでございます。なお、２０１２川棚町高齢者対策基本計画策定委員

会では、第４回の策定協議をお願いし、去る２月１６日、最終日において基準

額６万１,２００円の設定については、賛同をいただいたところでございます。

詳細につきましては、健康推進課長から説明致しますので、ご審議の上ご決

定いただきますよう、よろしくお願い致します。

健康推進課長 それでは議案第１４号「川棚町介護保険条例の一部を改正する条

例について」説明を致します。新旧対照表により説明を致します。３枚目をお

開き下さい。

改正する部分につきましては、これまで第４期賦課年度から第５期賦課年度
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となることに加えて、保険料率等の見直しを行う。また、条文の変更を行って

いるものでございます。

まず第３条でございます。これまでの賦課年度改正前２１年度から２３年度

の分を２４年度から２６年度までということで改正するものでございます。そ

れから第１号から７号まで、それぞれ段階ごとの保険料率の改正でございます。

この中で、第４号、（４）ですね、に掲げる金額６万１,２００円が基準額と

いうことになります。第４期までの基準額５万４千円から７,２００円の増と

いうことでの設定ということになっております。第１号から第３号までが、低

所得者に対する減額措置でございます。これまでと同様の賦課率ということに

なっております。それから第５号から第７号につきましては、同じく増額とい

うことでの賦課率ということになります。

附則の第７条でございます。第５期の保険料率の特例措置と致しまして、第

４号の基準額６万１,２００円の対象者のうち、低所得者対策として設定され

たものでございまして、ここに該当する方々については、５万５,０８０円と

いうことに定めているところでございます。改め分をお開きいただきたいと思

います。その前のページです。

附則で、期日でございますが平成２４年４月１日から施行すると致しており

ます。経過措置と致しまして、改正後の川棚町介護保険条例の規定は、平成２

４年度分の保険料から適用し、平成２３年度以前の年度分の保険料については、

なお従前の例によると致しております。それでは本日、お配りを致しておりま

した条例改正内容ということのＡ４の一枚と、色刷りでのＡ３の資料をお開き

いただきたいと思います。

第３条の分で、１号から７号まで説明をしたものを表にしたものでございま

す。一番右側の方が、１号、２号、３号の号数。それから課税、非課税の関係

の分を所得区分等で掲げたものでございます。

次の欄が第４期、いわゆる平成２３年度までの分の賦課率ならびに金額です。

表の中程の第４号、世帯課税、本人非課税というところ、ここの分が賦課率で

１．００ということで基準額ということになります。これを月額に直しますと

４,５００円から５,１００円ということで、月額６００円の増額ということに

なります。この基準額により第１号、一番上ですけれども、この対象者は賦課

率が０．５０で３万６００円ということになります。２号以下については、そ
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の賦課率を基準額に換算して金額が出てくるということになります。なお、第

４号で附則で説明を致しましたが、平成２０年度において、減額対象者を２４

年度から第５期においても、引き続き減額措置をするということでの負担軽減

を図るものでございます。

次に、一つめくっていただいて、二枚綴りの広い方ですね。川棚町第５期介

護保険事業算出についてということでご覧いただきたいと思います。

保険料等の算出根拠を示しておるものでございまして、順を追って簡単にで

はありますが、説明をしたいと思います。

一番左の上、第１号被保険者数の推移でございます。人口推計等については、

国、県が示した一定のルールのもとにおいてはじいております。被保険者数全

体は増加傾向にあります。それから６５から７４歳、赤の四角のラインでござ

います。この分については、６１人増加をするという状況になります。７５歳

以上については、前期高齢者、いわゆる６５から７４歳に比べまして約５倍の

増加数が見込まれるということでございます。

次に、２番、要介護支援の認定者数でございます。認定者全体は、平成２３

年度以降、増加傾向にあるという状況です。要支援、要介護はゆるやかではあ

りますが増加し、サービス受給者は増加の傾向にあるという状況です。

真ん中のところのサービスの受給者数です。標準的居宅サービス受給者数、

施設居宅サービス受給者数ともに増加傾向でございまして、また認定者数の増

加に伴いまして、サービスの受給者数の増加が予測されるところでございます。

次に一番右でございます。４番の事業費でございます。一番の介護給付費、

それから下の分の予防給付費の分でございますが、平成２２年度、２３年度で

全体的に見てみますと、やや増加傾向にあるという状況です。内訳を見ますと

居宅サービス、施設サービスともに増加をしている状況でございます。介護給

付費は計画期間における要介護１から５の認定者に対する介護保険サービスの

供給量を見込んでから、新規地域密着型の増加、それから各サービスの給付費

の推計、ならびに積算をしたうえで計上を致しております。なお、介護報酬改

定につきましては、１０．２％の増ということでございますので、その分も加

味して算出を致しております。

予防給付費につきましては、計画期間における要支援１、２の認定者に対す

る介護保険のサービスでございます。この分についても同様に推計し、積算を
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しております。次のページをお願いします。

このグラフにつきましては、標準的居宅、それから標準的地域密着型及び施

設居住系の居住費の比較の分でございます。第４期から比べますと、第５期は

増加傾向で推移すると予測を致しております。特に、標準型居宅サービス、そ

れから標準型地域密着型サービスの割合が高くなるということで推測を致して

おります。

次に、真ん中の方の標準給付費③でございます。介護保険事業費及び第１号

被保険者保険料につきましては、計画期間における第１号被保険者及び要介護

認定者数の見込み、さらに介護保険サービス及び地域支援事業にかかる費用見

込み等をもとに算定を致しております。グリーンのマークのところですね、色

でしておる分でございますが、標準給付費は３年間の合計で約３４億円の給付

費に対応する保険料の確保が２１％と改められましたので、約７億２千万円と

いうことになります。

次の４番の④でございますが、地域支援事業費でございます。地域支援事業

費は、保険給付費に対する上限枠が３％と定められております。３年間で約１

０億円と推計を致しております。この事業費も保険料の確保が２１％というこ

とになっておりますので、約２千万円ということになります。

以上のようなことから、第５期保険料を設定を致しております。一番下のと

ころですが、５の第５期保険料でございます。これまでの説明から３年間の保

険料の必要額につきましては、約７億４千万円ということでございます。調整

交付金として交付される見込み額、準備基金取り崩し額、これは２３年度の予

算執行残を見込んでおります。財政安定化基金の取り崩し等によりまして、こ

れは県からの交付金でございます。これを差し引いた額６億７,７００万円と

見込んでおります。この額を３年間の被保険者数１万１,２９５人で割り戻し

まして、さらに１２分の１にした分が月額の基準額５万９９９円ということに

なります。これで第５期、５,１００円の設定につきましては、施設サービス

の増加、それから介護報酬の改定、それから自然増を含む給付費の伸びを推計

したものでございます。第４期から６００円の保険料の増額を見込み計上を致

しております。

介護給付費につきましては、借入をしなくて済むように、また後の人達の負

担にならないように積算をしておりますが、あくまでも推計でございます。
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以上で説明を終わりますが、ご審議の上ご決定いただきますよう、よろしく

お願い致します。

議 長 これから質疑を行います。

１ ５ 番 山 口 非常に素人の質問で申し訳ございませんが、今回、これだけ値上

げするわけですよね。標準で年間７,２００円ぐらいですか。これで、運用し

ていってですね、何年間ぐらい持つんですか。非常に素人のあれで申し訳ない

んですが、果たして３年か４年しかだめなんですよと言われたら、またその時

点で値上げだと。そうすれば町民にとってみれば、いくらも長くないスパンで

値上げの話ばかりだということで、いろんな気持ち的に、なんとなく滅入って

しまうんじゃないかと。そういった観点から、今回の値上げで今の試算で何年

間持つんですかと、そういう試算があればお答えをお願い致します。

健康推進課長 お答え致します。期間につきましては、３年ということに定めら

れております。ですから、この介護保険ができたのが平成１２年でございます。

３年ごとに見直しをしていくということになっております。例えば、これで不

足するようになると３年間のうちには値上げができないということになります

ので、先程、最後に申し上げましたが、借入をしなければならない。借入をし

た場合には、翌期に、第６期にその分を上乗せして料金改定をしなければなら

ないという状況にはなろうかと思います。一応、３年ということで定められて

おります。

１４番久保田 これだけの値上げが行われるわけですから、収納率というか滞納

率とか、そういうのはどのように見込まれているのでしょうか。

健康推進課長 収納率についてはですね、努力はしていくべきだろうと思います。

今までと同じように、そうひどくは収納率が下がらないと考えております。た

だ、川棚町だけが改定するのではなくて、全国一律に改定ということになりま

す。低所得者については減額措置というのもありますので、今までと同じよう

な考え方を持っております。以上です。

議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

ただいま議題としております「川棚町介護保険条例の一部を改正する条例に

ついて」は、さらに内容的な審査を加える必要があろうかと思われますので、

総務厚生委員会に付託し、十分な審査を行っていただきたいと思いますが、こ

れに異議ありませんか。
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「な し」の声あり

議 長 異議なしと認めます。したがって「川棚町介護保険条例の一部を

改正する条例について」は、総務厚生委員会に付託し、審査することに決定し

ました。

議 長 次に、日程第２１、議案第１５号「川棚町営住宅管理条例の一部

を改正する条例について」を議題とします。提案理由の説明を求めます。

町 長 議案第１５号「川棚町営住宅管理条例の一部を改正する条例につ

いて」、提案理由の説明を申し上げます。

国においては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るた

めの関係法律の整備に関する法律を決定し、地域自主性一括法が公布されたと

ころでございます。その関係法律も平成２４年４月１日付けをもって改正、施

行となります。その関係法律の中で、公営住宅法及び同法施行令の一部を改正

も行われ、入居者の資格のうち、同居親族要件は平成２４年３月３１日をもっ

て削除され、今回の改正では入居者の資格として「一定の収入基準があること

と、住宅困窮が明らかな者」が規定され、公営住宅には一定の収入があれば単

身でも住宅困窮をされている方は入居できることとなります。川棚町営住宅管

理条例につきましては、公営住宅法に基づき制定され、施行しておりますので、

現状では町条例についても同居親族要件がなくなることとなります。このこと

は県内の各市町村とも対応を協議した結果、入居者の資格のうち、各自治体条

例により、同居親族の要件を設け統一した改正を行うよう、意志決定をなされ

たところでございます。

本町も入居者の資格のうち、町条例により同居親族の要件を設けようとする

ものであります。また、老人、身障者、生活保護者、被災者等の社会的弱者の

方は単身でも入居できるよう、条文に明文化して、今回、改正しようとするも

のであります。詳細につきましては、建設課長から説明致しますので、ご審議

の上ご決定いただきますよう、よろしくお願い致します。

建 設 課 長 議案第１５号「川棚町営住宅管理条例の一部を改正する条例につ

いて」改正内容の説明を致します。



- 77 -

今回の改正は、先程町長が申し上げましたとおりの改正内容でございますが、

私の方からは改正条例文の新旧対照表で説明をしたいと思いますので、３枚目

を開けていただきたいと思います。

川棚町町営住宅管理条例の改正前が右側です。左側が改正後でございます。

この中に、先程、提案説明の中にありました第２章の公営住宅の管理として、

入居者の資格要件が定められております。今回、公営住宅法の改正に伴いまし

て、その改正内容で同居親族要件というのがなくなります。そういうことから、

公営住宅法でなくなる状況で、この公営住宅法を基に川棚町の町営住宅管理条

例が制定をされておりますので、それによって変更が生じてきたものでござい

ます。第６条の一行目の括弧以下の「老人」以降ですね、アンダーラインを引

いておりますが、４号までが削除をするということになります。それと、１号

のところにアンダーラインをしておりますが、改正後のところです。「ただし」

のところからは全部追加新設をする予定にしております。これについては、同

居資格要件以外に単身者が、一般的に言います生活弱者が単身でも入居できる

という項目でございます。この分を今回、明記をするわけです。これについて

は、施行令の中に謳ってありましたけれども、この施行令の条文も廃止、削除

されることになりますので、同居親族要件と合わせて単身者の規定を設けよう

というものでございます。

それと２号以下は現行のとおりでございます。二枚目に戻っていただいて、

この川棚町営住宅管理条例の一部を改正する条例の附則としまして、この条例

は平成２４年４月１日から施行するということで規定をしております。

以上、補足説明を終わらせていただきますが、ご審議の上ご決定いただきま

すよう、よろしくお願いします。

議 長 これから質疑を行います。

「な し」の声あり

議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

これから討論を行います。本案に対し討論はありませんか。

「な し」の声あり
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議 長 討論なしと認めます。これから議案第１５号「川棚町営住宅管理

条例の一部を改正する条例について」の採決を行います。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。

「な し」の声あり

議 長 異議なしと認めます。したがって議案第１５号「川棚町営住宅管

理条例の一部を改正する条例について」は、原案のとおり可決されました。

議 長 次に、日程第２２、議案第１６号「川棚町水道事業給水条例の一

部を改正する条例について」及び日程第２３、議案第１７号「川棚町簡易水道

事業給水条例の一部を改正する条例について」を、会議規則第３７条の規定に

より、一括議題とします。

議案第１６号「川棚町水道事業給水条例の一部を改正する条例について」、

議案第１７号「川棚町簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例について」

提案理由の説明を求めます。

町 長 議案第１６号「川棚町水道事業給水条例の一部を改正する条例に

ついて」及び議案第１７号「川棚町簡易水道事業給水条例の一部を改正する条

例について」一括して、提案理由を説明致します。

今回の条例改正につきましては、山道浄水場第７次拡張事業と猪乗川内簡易

水道事業の上水道事業への統合に伴う条例改正であります。平成１９年度簡易

水道等施設整備補助の見直しにより、「統合すべきにも関わらず、統合しない

簡易水道事業には補助はしない。ただし３年以内に統合または統合計画を示し

た簡易水道事業に限り、１０年間は補助の対象とする。」とされたことから、

平成２１年２月１２日に簡易水道事業統合計画書を提出しているところでござ

います。その中で、猪乗川内簡易水道事業につきましては、平成２４年度に上

水道事業に経営統合することと致しております。

一方、上水道事業では、平成２４年度より山道浄水場第７次拡張事業を実施

することとしているところでございます。この事業では、主に４事業を実施す

る予定でございます。
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１、緩速ろ過方式に前処理装置を築造する。２、電気計装設備の更新。３、

浄水池能力の増設。４、浄水場の浸水対策等を予定しておるところでございま

す。そのようなことから、今回、猪乗川内簡易水道事業と山道浄水場第７次拡

張事業を合わせて行うために、川棚町水道事業給水条例及び川棚町簡易水道事

業給水条例の改正が必要となったところでございます。また、変更認可申請の

対象となる水源施設の変更に該当するために、現在、申請書作成事務を進めて

いるところでございます。この変更認可申請書の提出時には、町の改正後の給

水条例を添付しなければならないことから、議案として提案するものでござい

ます。条例の改正内容につきましては、水道課長から説明致しますので、ご審

議の上ご決定いただきますよう、よろしくお願い致します。

水 道 課 長 それでは議案第１６号「川棚町水道事業給水条例の一部を改正す

る条例」及び議案第１７号「川棚町簡易水道事業給水条例の一部を改正する条

例について」補足説明を致します。

まず最初に、議案第１７号の方から、川棚町簡易水道事業給水条例の一部を

改正する条例から説明致しますので、ご覧いただきたいと思います。３枚目の

新旧対照表をご覧いただきたいと思います。

第２条の表中、右が改正前、左が改正後であります。町長が先程申し上げま

した上水道事業への経営統合とすることによりまして、猪乗川内簡易水道を削

除するものでございます。

次に、議案第１６号の川棚町水道事業給水条例をご覧いただきたいと思いま

す。これも３枚目の方の新旧対照表をご覧いただきたいと思います。右が改正

前、左が改正後であります。

第２条第１項の給水区域で、左側の改正後を見ていただければ、五反田の次

に、新たに猪乗を追加するものであります。

第１項、給水人口を１万５千人から１万４,５００人に、また第３項の一日

最大給水量を１万４,８００㎥から１万１,３００㎥に、それぞれ改正するもの

であります。この改正前の数字につきましては、昭和６１年の山道浄水場第６

次拡張事業の変更認可申請時に平成１２年度を目標年度として定めたときの数

字であります。改正後の数字につきましては、今回の山道浄水場第７次拡張事

業と簡易水道事業を経営統合することで、目標年度を平成３２年度として定め

た数字であります。２枚目をお開き願います。
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議案第１７号も同様でございますが、附則で、この条例は平成２４年４月１

日から施行するとしております。

以上で説明を終わりますが、ご審議の上ご決定いただきますよう、よろしく

お願い致します。

議 長 これから質疑を行います。

５ 番 三 岳 先程、町長の説明の中でですね、山道浄水場の第７次拡張事業と

の関連で、この条例を改正するんだよというような説明じゃなかったかと思う

んですが、要は猪乗の簡水の中の猪乗地区を上水に統合するということだけじ

ゃないかと思いまして、猪乗地区に直接給水はされていないんじゃないかとい

う観点からですね、その新しい年度で上がっております拡張事業との関連はど

ういうものか教えていただきたいと思います。

水 道 課 長 第７次拡張との関連でございますが、今川棚町の給水場の中では

山道浄水場、町内では上水道、水道事業につきましては上水道事業が一カ所で

ございます。あとは簡易水道事業が猪乗と木場地区でございます。こういった

ことで、今事業運営を行っておりますが、先程から申し上げておりますように、

国の指導によりまして、簡易水道事業につきましては、平成２８年度までに上

水道事業へ統合しなければならないということが示されまして、先程申しまし

たように統合計画書というのを県の方に提出致しております。そういったこと

で、来年はその計画の中で、平成２４年度に、まず猪乗地区を管を繋がない経

営統合でございます。木場地区につきましては、平成２７年度に予定をしてお

ります。そういったことで上水道事業を将来的には２８年度までには、上水道

事業１本となります。そういったことで、当然、今川棚町の給水条例では、今

申しております２項目が給水場の中では数字を掲げておりますものですから、

当然、改正することとなりまして、今回、変更認可申請というものも県の方に

提出しなければならないということもありまして、今そういう準備を進めてお

ります。今回、上水のこういった川棚町給水条例の中の１万５,１００人と、

一日最大給水量がですね変更になるものですから、そういったことで改正が必

要ということで、今回提案させていただいておりますので、ご理解いただきた

いと思っております。

５ 番 三 岳 私は、その統合とですよ、統合するとおっしゃったわけですね、

平成２８年度までに簡水含めて統合しますよと、しかしそのこと自体は、拡張、
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今回の第７次の山道浄水場の事業とは直接関係ないんじゃないですかと私は聞

いたつもりなんですよね。ですから、その絡みをどう関連付けていらっしゃる

のかということを答えていただければいいと思います。ちょっと答弁が違って

いたと思いますけども。

水 道 課 長 確かにおっしゃるとおり、事業には関連はございません。ですか

ら、管を接続する訳じゃございませんので、あくまで簡易水道につきましては、

猪乗も木場もそうなんですけれども、上水道と管を繋ぐわけではありません。

給水、配水は今までどおりしていくんですけれども、そういったことで工事と

しては、管を接続する訳じゃありませんから、関係はありませんけれども、先

程申しましたように、川棚町給水条例の中での、最終的には町全体の中に、最

終的には水道事業としての取り組みと言いますか、猪乗も木場も将来的には上

水道事業として、経営して、運営して、同時に運営していくということですの

で、そういったことでの関連の中で提案させてもらっているところでございま

す。

町 長 私が議案第１７号と、それから議案第１６号、これが関連します

から一括して提案説明をしたわけでございます。その関連と言いますのは、今

回、猪乗簡水を上水道に経営統合致しますので、議案第１７号の猪乗地区簡易

水道を削除するわけですね。それと、一方では給水条例に給水区域として猪乗

地区を入れます。これが双方の関連ですね。先程、課長が言いましたように、

事業そのものは経営統合だけでございますので、例えば給水人口とか一日最大

給水量は変更はございません。ただし今回、水道事業給水条例で改正をしてお

りますのは、新年度から第７次拡張計画をするわけでございますが、そのため

には第６次に認可を受けておりまして事業計画、これの変更認可を受けなけれ

ばなりません。その時に、現状に沿った給水人口、あるいは一日最大給水量を

定めて申請をしなければ認可がおりませんので、今回、給水条例において給水

人口を１万５,１００人、それを給水人口を１万４,５００人、それと一日最大

給水量を１万４,８００㎥から１万１,３００㎥に変更をしようとする、そうい

った改正でございます。

以上、お分かりいただけたでしょうか。

議 長 休憩します。
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（…休 憩…）

議 長 休憩前に引き続き会議を開きます。

議 長 他に質疑はありませんか。

「な し」の声あり

議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

議 長 休憩します。

（…休 憩…）

議 長 再開を致します。

議 長 これより討論を行います。議案第１６号「川棚町水道事業給水条

例の一部を改正する条例について」討論はありませんか。

「な し」の声あり

議 長 討論なしと認めます。これから議案第１６号「川棚町水道事業給

水条例の一部を改正する条例について」の採決を行います。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。

「な し」の声あり

議 長 異議なしと認めます。したがって議案第１６号「川棚町水道事業

給水条例の一部を改正する条例について」は、原案のとおり可決されました。

議 長 次に、議案第１７号「川棚町簡易水道事業給水条例の一部を改正

する条例について」討論はありませんか。
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「な し」の声あり

議 長 討論なしと認めます。これから議案第１７号「川棚町簡易水道事

業給水条例の一部を改正する条例について」の採決を行います。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。

「な し」の声あり

議 長 異議なしと認めます。したがって議案第１７号「川棚町簡易水道

事業給水条例の一部を改正する条例について」は、原案のとおり可決されまし

た。

議 長 次に、日程第２４、議案第１８号「字の区域の変更について（五

反田郷）」を議題とします。提案理由の説明を求めます。

町 長 議案第１８号「字の区域の変更について」提案理由をご説明致し

ます。

平成２０年度から経営体育成基盤整備事業で実施しております五反田地区の

区画整理と用排水路整備事業が、一部農道舗装付帯工を残し、平成２３年度で

ほぼ完成致します。今回の字の区域の変更は、工事の実施により土地の区画が

変更になり、従前の方法によっては字の境界が判然としなくなったため、字の

区域を一部変更するものであります。

地方自治法第２６０条第１項の規定により、字の区域の変更について、議会

の議決が必要となりますので、ご提案するものでございます。変更する字の区

域は議案に記載のとおりでございますが、詳細につきましては産業振興課長が

説明致しますので、よろしくご審議の上ご決定いただきますよう、お願い致し

ます。

産業振興課長 それでは補足説明をしたいと思います。

今回の字の区域の変更は、先程、町長から提案理由がありましたように、五

反田地区で行っています経営体育成基盤整備事業の実施により、土地の区画が

変わり、水路、道路等が変更になり、従前の字の区域では不都合が生じること
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になりますので、完成した土地の形状に合わせ、字の区域を変更しようとする

ものです。もともと従前の字界は、以前、五反田地区で行っております県営圃

場整備事業の換地事務の際に、道路、水路に合わせて字の区域を設定したもの

で、今回２４年度に、この区画整理事業が終わりまして、同様に換地事務を行

う必要があり、このままであると不都合が生じますので、今回、道路、水路の

計上に合わせて変更をするものです。議案中、字の区域を変更する土地の一覧

については、区域を変更する字の名称の欄ごとに記載をしております。全て詳

細については省きますけど、別添の図面を参照いただきたいと思います。図面

ではちょっと小さくて見にくいかと思いますけど、緑の線が現在の字の区域と

なります。赤の線が、今回、区画整理等によって形状変更により新しくなる字

の区域になります。まず、議案の第１欄の東彼杵郡川棚町字木ノ下、五反田郷

木ノ下の変更は、図面の右下、木ノ下という区域がありますが、その左下のち

ょっと見にくいですけど、４,０２２が道路の形状が変更になったことにより、

現状に合わせた結果、編入になります。その他、ここに同欄に上げている地番

についても同様の理由からの変更になります。また、同じく木ノ下、右上の字

三ツ丸に接する部分が大きく変更になっております。これは区画整理等で土地

の形状が変わりまして、道路の法面が長くなったということで、変更ですが、

議案の３つ目、三ツ丸の欄ですが、今度はこの三ツ丸に編入することになりま

す。木ノ下の９９７の１、９９７の２、９９８、９９９のそれぞれ一部が編入

になることを表示しております。このように以下、それぞれ次の欄の字相ソノ、

字三ツ丸、字徳嶋、字八反間、字茶ノ木原、字麻生瀬、字ノゾキ田原において

も同様の区画整理事業の実施により、字界にかかる現況が変更したことによる

変更になります。

自治法第２６０条第１項の規定、字の区域の変更については、「市町村の区

域内の字の区域を変更をするときは、議会の議決を経て県知事に届けること」

と定められておりますのでご提案するものです。

以上、説明を終わりますが、よろしくご審議の上ご決定いただきますようお

願いします。

議 長 これから質疑を行います。

「な し」の声あり
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議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

これから討論を行います。本案に対し討論はありませんか。

「な し」の声あり

議 長 討論なしと認めます。これから議案第１８号「字の区域の変更に

ついて（五反田郷）」の採決を行います。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。

「な し」の声あり

議 長 異議なしと認めます。したがって議案第１８号「字の区域の変更

について（五反田郷）」は、原案のとおり可決されました。

議 長 次に、日程第２５、議案第１９号「長崎県市町村総合事務組合規

約の一部を変更する規約について」を議題とします。提案理由の説明を求めま

す。

町 長 議案第１９号「長崎県市町村総合事務組合規約の一部を変更する

規約について」提案の理由をご説明致します。

今回の規約の変更につきましては、長崎県市町村総合事務組合を組織する外

海地区衛生組合が地方自治法第２８６条第１項の規定に基づき、平成２４年３

月３１日を以て解散することに伴いまして、長崎県市町村総合事務組合の共同

処理する団体に変更が生じ、規約の変更が必要となったため、地方自治法第２

９０条の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。

外海地区衛生組合が解散するに至った理由でございますが、外海地区衛生組

合は、昭和４８年に旧大瀬戸町と旧外海町の両町でし尿処理施設の設置及び管

理運営に関する事務を共同で行うために設立されたもので、市町村合併後は構

成する西海市と長崎市とで運営を行っていましたが、それぞれの市でし尿処理

が可能となったことから解散についての協議をなされ、解散することとなった

ものでございます。
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以上で、提案理由の説明とさせていただきますが、補足説明を総務課長から

致しますので、ご審議の上ご決定下さるようお願い致します。

総 務 課 長 議案第１９号「長崎県市町村総合事務組合規約の一部を変更する

規約について」補足説明をさせていただきます。新旧対照表で説明をさせてい

ただきますので４枚目を開いていただきたいと思います。

右側が現行で、左側が改正案ということになっております。現行の方、別表

第１、第２条関係とありますけども、これあの組合を組織する組合市町村でご

ざいます。ここから中程にあります斜線を引いておりますけれども、外海地区

衛生施設組合、これを削除するものでございます。

次に、３条第１号に関する事務、これあの組合の共同所有する事務でござい

ますけれども、３条１号と言いますのは退職手当に関する事務の分でございま

す。これから削除するということです。次のページをご覧下さい。

次が３条第９号に関する事務でございます。これからも外海地区衛生組合を

削除するということでございまして、これは公務災害の補償、通勤による災害

補償に関する事務の分でございます。次のページをお開き願います。

３条第１３号に関する事務でございます。これは職員の研修に関する事務で

ございまして、これからも外海地区衛生施設組合を削除するということでござ

います。

施行日についてでございます。改正条文の方の３枚目です。附則ですが、こ

の規約は平成２４年４月１日から施行することと致しております。

以上、補足説明とさせていただきますが、ご審議の上ご決定下さるよう、よ

ろしくお願い致します。

議 長 これから質疑を行います。

「な し」の声あり

議 長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

これから討論を行います。本案に対し討論はありませんか。

「な し」の声あり
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議 長 討論なしと認めます。これから議案第１９号「長崎県市町村総合

事務組合規約の一部を変更する規約について」の採決を行います。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。

「な し」の声あり

議 長 異議なしと認めます。したがって議案第１９号「長崎県市町村総

合事務組合規約の規約の一部を変更する規約について」は、原案のとおり可決

されました。

議 長 以上を持ちまして、本日の日程は全部終了致しました。

本日は、これで散会と致します。お疲れ様でした。


